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「
は
じ
め
に

ｌ
直
治
体
肇
と
雛
新
勢
力
ｌ

地
方
自
治
法
が
誕
生
し
た
の
は
一
九
四
七
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
○
年
経
っ
た
一
九
七
七
年
、
東
京
都
議
会
に
お
い
て
美
濃
部
亮

吉
知
事
は
、
地
方
自
治
法
施
行
三
○
周
年
の
時
点
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
地
方
債
起
債
権
問
題
を
最
高
裁
判
所
に
提
訴
す
る
と
の

所
信
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
起
債
訴
訟
」
問
題
で
あ
る
。

自
治
省
の
自
治
体
に
対
す
る
起
債
認
可
権
の
行
使
は
、
地
方
自
治
権
に
対
す
る
侵
害
行
為
で
あ
り
憲
法
違
反
で
あ
る
と
す
る
の
が
「
起

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

五四三二
、、、､

一、
は
じ
め
に

‐
ｌ
自
治
体
改
革
と
革
←
菰
勢
力
ｌ

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
地
方
自
治

社
会
民
需
瀞
冗
の
地
方
自
治
体
政
策

社
会
大
衆
党
の
地
方
自
治
体
政
策

む
す
び 無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

高
橋
彦
博



無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

一一

償
訴
訟
」
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
美
濃
部
都
知
事
の
場
合
、
「
起
債
訴
訟
」
は
、
と
く
に
地
方
自
治
法
施
行
三
○
周
年
の
時
点
で
地
方
自
治
の

本
来
的
あ
り
方
を
確
定
さ
せ
た
い
と
す
る
意
図
と
、
「
摂
津
訴
訟
」
に
つ
づ
く
自
治
権
擁
護
の
動
き
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
す
る
意
図

が
含
ま
れ
て
い
た
。
美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
「
起
債
訴
訟
」
の
方
針
は
、
一
九
七
七
年
五
月
二
日
、
東
京
都
主
催
の
憲
法
施
行
三
十
周
年

記
念
講
減
会
に
お
い
て
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
あ
と
、
東
京
都
議
会
九
月
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
定
例
会
に
お

け
る
、
美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
所
信
表
明
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
「
起
債
訴
訟
」
の
方
針
を
支
持
し
た
の
は
、
美
濃
部
都
政
の
与
党
で
あ
る
公
明
党
、
共
産
党
、
社
会
党
で

あ
り
、
反
対
し
た
の
は
自
民
党
、
民
社
党
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
東
京
都
議
会
に
新
し
く
出
現

「
抑
存
知
の
と
お
り
、
今
年
は
悲
法
施
行
三
十
脚
年
、
ま
た
、
悲
法
の
血
を
受
け
て
誕
生
し
た
地
力
同
沿
法
の
発
足
か
ら
も
同
じ
く
三
十
年
Ⅱ
に
当

た
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
際
会
し
、
改
め
て
地
力
日
沿
の
越
し
力
を
ふ
り
辿
り
、
そ
の
今
旧
の
湊
を
み
つ
め
成
し
て
、
多
く
の
感
慨
に
う

た
れ
る
の
は
、
私
ひ
と
り
で
は
な
い
と
忠
い
ま
す
。
」
「
さ
て
、
私
は
、
今
定
例
会
蚊
大
の
論
議
に
な
る
と
党
慨
し
て
い
る
起
伏
訴
訟
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。
以
上
印
し
た
よ
う
な
内
部
努
力
を
推
進
し
、
当
而
可
能
な
財
源
の
拡
充
に
ど
れ
ほ
ど
努
め
て
も
根
本
的
な
財
政
側
題
の
解
決
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
結
局
は
、
そ
の
根
源
す
な
わ
ち
制
度
の
変
革
を
求
め
る
以
外
に
な
い
。
私
は
、
そ
う
思
い
つ
め
て
お
り
ま
す
。
国
と
地
力
を
通
ず
る
税
財

政
制
度
の
榊
造
的
矛
府
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
是
正
を
迫
る
緒
（
い
と
ぐ
ち
）
も
い

く
つ
か
に
分
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
吟
味
し
た
結
果
、
超
過
負
担
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
『
摂
津
訴
訟
』
が
あ
り
ま
す
の
で
、
、
起
債
権
回

復
の
問
題
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
失
礼
な
言
い
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
か
ら
私
は
、
地
方
の
一
小
都
市
で
あ
る
摂

津
市
が
敢
然
と
し
て
強
大
な
政
府
に
挑
ん
で
い
る
発
想
と
勇
気
に
深
い
尊
敬
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
私
の
今
回
の
決
意
が
、
こ
の
訴
訟
に
示
唆
を
受

（
１
）
 

け
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
」



美
濃
部
都
知
事
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
起
債
訴
訟
」
の
動
き
を
、
東
京
都
議
会
に
お
い
て
自
民
党
そ
の
他
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
た
ま

ま
消
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
点

で
は
な
い
。
地
方
自
治
法
三
○
周
年
の
時
点
で
、
地
方
自
治
の
本
来
的
あ
り
方
を
確
定
す
る
た
め
に
、
自
治
省
に
対
し
て
干
渉
排
除
を
目

的
と
す
る
恋
法
訴
訟
が
企
画
さ
れ
た
耶
実
と
、
こ
の
憲
法
訴
訟
の
提
起
者
で
あ
り
担
い
手
に
な
ろ
う
と
し
た
の
が
、
美
濃
部
都
知
事
と
い

う
球
新
知
事
で
あ
り
与
党
と
し
て
の
公
明
党
、
共
産
党
、
社
会
党
と
い
う
い
わ
ゆ
る
革
新
政
党
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
七
○
年

代
に
お
い
て
、
自
治
体
改
革
を
推
進
す
る
勢
力
は
、
明
ら
か
に
革
新
勢
力
な
の
で
あ
っ
た
。

自
治
体
改
革
の
推
進
者
が
糀
新
勢
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
砿
認
す
る
必
要
も
な
い
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
革
新
勢
力
が
、
地
方
自
治
体
の
意
義
を
自
覚
で
き
た
の
は
き
わ
め
て
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
革

新
勢
力
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
自
糖
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
が
、
赦
新
の
思
想
と
し
て
内
在
化
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
よ
う
や
く
こ
の

頃
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
松
下
圭
一
氏
に
よ
っ
て
、
日
本
の
革
新
勢
力
が
、
自
治
体
闘
争
を
展
開
し
て
も
自
治

体
改
革
に
取
り
組
め
な
か
っ
た
発
想
の
貧
困
性
と
し
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
松
下
氏
は
い
う
。
「
球
新
運
動
が
地
域
活
動

を
組
織
し
え
た
と
き
に
も
、
『
地
域
人
民
闘
争
』
、
『
地
域
ぐ
る
み
闘
争
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
組
合
の
街
頭
化
に
す
ぎ
ず
、
六
○
年

の
三
池
闘
争
に
お
い
て
も
企
業
組
合
闘
争
の
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
化
と
い
う
事
態
に
お
い
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
制
度

（
３
）
 

と
し
て
の
自
沿
体
に
お
け
る
市
比
自
治
と
い
う
思
想
つ
い
で
述
動
が
、
そ
こ
に
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

一一一

訴
訟
」
方
針
は
否
決
上

（
２
）
 

察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
た
新
自
由
ク
ラ
ブ
で
あ
っ
た
が
、
新
自
由
ク
ラ
ブ
が
提
訴
不
支
持
の
態
度
決
定
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
「
起
傭

訴
訟
」
方
針
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
「
自
治
省
と
の
〃
述
携
プ
レ
ー
〃
だ
っ
た
」
と
の
椎



無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

四

し
か
し
、
へ
丁
日
、
わ
が
国
の
革
新
勢
力
に
と
っ
て
、
自
治
体
改
革
は
戦
略
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
社
会
党
に
は

（
４
）
 

地
方
政
府
論
の
展
開
が
あ
り
、
共
産
党
に
は
革
新
自
治
体
突
破
口
論
の
展
開
が
あ
る
。
そ
の
よ
》
フ
な
、
革
新
勢
力
の
自
治
体
改
球
へ
の
取

組
み
の
一
端
と
し
て
、
美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
「
起
債
訴
訟
」
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
逆
に
、

美
濃
部
都
知
事
に
よ
る
「
起
債
訴
訟
」
の
動
き
を
つ
う
じ
て
わ
が
国
の
革
新
勢
力
に
お
け
る
自
沿
体
改
革
へ
の
取
組
み
の
姿
勢
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
確
立
の
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

日
本
の
労
働
運
動
に
お
い
て
、
自
治
体
問
題
は
古
く
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
川
民
権
述
劾
に
お
い

て
地
力
目
沿
制
の
確
立
が
追
究
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
自
由
民
権
述
動
は
地
方
政
社
の
活
動
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
以
下
で
溶
干
の
盗
科
を
紹
介
す
る
よ
う
に
、
一
九
二
○
年
代
以
降
の
無
産
政
党
の
活
釛
に
お
い
て
、
や
は
り
、
地

方
自
治
体
の
あ
り
方
は
、
と
く
に
府
県
会
選
挙
と
の
関
連
に
お
い
て
追
究
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
あ
る
場
合
に
は
、
戦
後
の
革
新
東
京
都

政
が
提
起
し
た
地
方
俄
起
債
権
の
問
題
を
、
戦
前
の
状
況
で
、
そ
の
ま
ま
取
り
上
げ
て
い
た
例
す
ら
あ
っ
た
。

し
か
し
、
阿
山
民
権
述
助
に
お
い
て
、
地
方
自
治
の
側
題
は
、
分
権
的
制
度
論
の
発
想
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
市
民
自

治
の
理
念
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
無
産
政
党
の
活
動
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
体
政
策
の
内
容
は
、
全

体
的
に
は
、
官
給
的
地
力
自
治
制
の
実
態
を
暴
露
す
る
選
挙
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
域
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
が
国
の
革
新
勢
力
の

歴
史
に
お
い
て
、
自
治
体
改
砧
へ
の
取
組
み
が
、
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
た
本
実
は
な
い
に
せ
よ
、
市
民
月
沿
論
の
視
点
か
ら
す
る
日
流

体
改
革
論
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
事
実
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
問
題
と
し
て
、
「
自
治
体
に
お
け
る
市
民
自
治
と
い

う
思
想
つ
い
で
運
動
が
、
そ
こ
に
欠
落
し
て
い
た
」
と
ナ
る
松
下
氏
の
指
摘
は
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



以
下
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
革
新
勢
力
が
、
自
治
体
改
革
に
対
す
る
本
格
的
な
取
組
み
を
展
開
す
る
前
史
に
つ
い
て
、
そ
れ
も
戦
前

の
無
産
政
党
の
歴
史
の
領
域
に
限
っ
て
、
若
干
の
資
料
に
も
と
づ
く
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
３
）
松
下
圭
一
『
都
市
政
餓
を
考
え
る
』
鍔
波
新
譜
、
一
九
七
一
年
、
一
六
四
ペ
ー
ジ
。
松
下
氏
は
、
日
本
の
職
後
の
恋
法
学
、
行
政
法
学
が
、
市

民
自
治
の
基
本
発
想
を
欠
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
主
権
論
を
実
質
的
に
は
官
治
主
義
的
国
家
主
権
論
と
し
て
し
か
展
開
で
き
な
い
で
い
る
実
態
を

鋭
く
指
摘
し
た
弓
市
民
自
桁
の
憲
法
理
論
』
渦
波
新
樽
、
一
九
七
五
年
）
。
さ
ら
に
松
下
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
戦
後
の
政
治
学
が
政
治
機
榊
論

を
軽
視
し
、
そ
の
た
め
、
市
民
運
動
の
展
開
に
よ
っ
て
行
政
機
構
が
機
能
転
換
し
て
い
る
動
向
を
把
握
で
き
な
い
で
い
る
実
態
を
率
直
に
指
摘
し

た
（
一
九
七
七
年
度
日
本
政
治
学
会
年
次
大
会
に
お
け
る
報
告
）
。
こ
れ
ら
の
松
下
氏
の
批
判
活
動
の
第
一
歩
が
、
『
都
市
政
策
を
考
え
る
』
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
、
戦
後
の
日
本
の
革
新
勢
力
に
お
け
る
状
況
把
握
の
単
純
性
、
問
題
点
設
定
に
側
す
る
発
想
の
貧
困
性
、
そ
し
て
理
論

の
硬
直
性
が
、
都
市
政
策
論
、
自
治
体
改
革
論
、
市
民
自
治
論
の
領
域
で
、
衝
撃
的
な
形
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
松
下
氏
に
お
け
る
都
市

政
雄
論
の
凪
側
が
、
「
社
会
形
態
論
」
に
対
応
す
る
「
生
活
様
式
」
論
と
し
て
展
開
さ
れ
、
大
衆
社
会
論
と
整
合
性
を
も
っ
て
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る

点
も
注
目
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
（
『
都
市
政
策
を
考
え
る
』
五
一
ペ
ー
ジ
）
。

（
４
）
社
会
党
に
お
け
る
敞
新
自
治
体
を
地
方
政
府
と
し
て
位
悩
づ
け
る
議
論
は
、
た
と
え
ば
、
一
九
七
三
年
と
七
四
年
の
自
治
体
政
策
研
究
全
脚
集

会
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
討
論
に
お
い
て
、
「
地
方
自
治
」
と
は
「
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
地
方
政
府
」

な
の
で
あ
っ
た
（
『
月
刊
社
会
党
』
一
九
七
三
年
一
一
月
、
七
四
年
一
一
月
号
に
お
け
る
細
朴
治
嘉
社
会
党
地
力
政
治
局
長
に
よ
る
報
告
を
参
照
）
。

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

五

（
１
）
”
昭
和
五
十
二
年
第
三
回
定
例
会
知
事
発
言
”
『
都
政
』
（
東
京
都
政
調
査
会
刊
）
一
九
七
七
年
一
○
月
。
知
事
発
言
の
要
旨
は
東
京
都
・
都
民

生
活
局
発
行
『
都
の
お
知
ら
せ
』
第
三
三
七
号
、
一
九
七
七
年
一
○
月
一
四
日
で
都
民
に
広
く
公
表
さ
れ
た
が
、
、
そ
の
際
「
摂
津
訴
訟
」
と
の

関
連
を
説
明
し
た
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
”
起
債
訴
訟
否
決
、
逆
転
シ
ョ
ッ
ク
の
裏
舞
台
“
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
一
○
月
一
三
日
。
「
連
携
プ
レ
ー
」
の
内
容
は
、
自
治
省
が
、
起
債

許
可
の
方
式
に
つ
い
て
、
従
来
の
．
仲
辮
査
」
方
式
を
改
め
、
「
ワ
ク
配
分
」
方
式
を
拡
大
、
都
道
府
県
の
起
価
許
可
に
適
応
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。



戦
後
改
革
と
し
て
創
出
さ
れ
た
わ
が
国
の
戦
後
民
主
主
義
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
復
活
強
化
過
程
に
お
け
る
改
革
の
産
物
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
戦
後
民
主
球
命
期
に
お
け
る
民
衆
的
満
場
の
成
来
と
し
て
も
位
世
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
戦
後
民
主
革
命
期
に
お
け
る
民
衆
的
高
揚
を
準
備
し
た
歴
史
的
底
流
と
し
て
、
自
由
民
権
運
動
以
降
の
大
衆
闘
争
の
歴
史

が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
職
後
政
敵
に
よ
る
戦
後
民
主
主
義
は
、
わ
が
国
の
近
代
史
、
現
代
史
に
お
け
る
「
地
下

Ｔ
）
 

水
脈
」
の
表
出
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

無
産
政
党
と
自
治
体
改
球

一ハ

な
お
、
「
中
央
政
府
」
に
対
す
る
「
地
方
政
府
」
位
置
づ
け
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
井
出
嘉
憲
”
都
市
政
治
革
新
の
課
題
。
『
現
代
都
市
政
簸
川
ｌ

都
市
政
治
の
革
新
』
璃
波
諜
店
、
一
九
七
三
年
、
所
収
、
が
参
考
に
な
る
。
共
産
党
に
お
け
る
革
新
日
輪
体
の
位
悩
づ
け
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

二
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
共
産
党
創
立
五
○
周
年
記
念
国
際
理
論
会
議
に
お
け
る
上
田
耕
一
郎
氏
の
報
告
”
ｎ
本
に
お
け
る
統
一
戦
線
活
動
の
現

状
と
教
訓
”
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
報
告
で
、
上
川
氏
は
、
全
国
的
統
一
戦
線
が
未
結
成
で
あ
る
の
に
地
力
的
統
一
戦
線
が
進
鵬
し
て

い
る
率
態
に
注
側
し
つ
つ
、
「
莱
新
自
治
体
の
強
化
と
拡
大
を
め
ざ
す
地
方
的
統
一
戦
線
通
勤
は
、
全
国
的
統
一
の
前
進
か
ら
影
響
を
う
け
な
が

ら
、
逆
に
そ
れ
を
促
進
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
民
主
的
変
革
の
道
の
探
求
』
国
民
文
庫
、
一
九

七
阻
年
、
一
八
○
ペ
ー
ジ
）
。
紫
新
旧
輪
作
突
破
Ⅱ
論
は
、
班
論
傾
城
に
お
い
て
、
日
本
的
餓
新
統
一
戦
線
論
と
し
て
明
確
に
展
洲
さ
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。
「
日
本
の
場
合
に
は
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
政
治
の
革
新
の
た
め
の
闘
い
が
、
事
実
の
問
題
と
し
て
、
情
勢
を
転
換
さ
せ
て
い
く
た
め
の
突

破
川
と
し
て
の
地
位
を
占
め
、
そ
れ
が
国
政
レ
ベ
ル
で
の
統
一
戦
線
の
結
成
を
促
進
し
て
い
く
可
能
性
を
提
起
し
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス

に
比
ぺ
て
は
る
か
に
立
ち
遡
れ
て
い
る
労
働
戦
線
の
階
級
的
民
主
主
義
的
統
一
に
も
波
及
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
提
示
し
て
い

る
」
（
田
旧
富
久
治
”
先
進
国
革
命
論
“
一
・
現
代
と
思
想
』
第
四
号
、
一
九
七
一
年
六
月
。
の
ち
『
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
の
基
本
問
題
』
青
木

書
店
、
一
九
七
一
年
、
に
所
収
）
。

二
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
地
方
自
治



一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
に
つ
い
て
も
同
じ
視
点
で
そ
の
位
悩
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
の
労
働
述

動
に
お
け
る
地
方
自
治
に
対
す
る
関
心
の
無
さ
は
、
都
市
政
策
に
お
け
る
無
策
性
を
生
み
出
し
た
と
し
て
、
「
敗
戦
直
後
の
都
市
改
造
の

（
２
）
 

鎧
大
の
チ
ャ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
こ
と
に
革
新
運
動
は
『
芋
よ
こ
せ
』
、
『
米
よ
こ
せ
』
の
デ
モ
し
か
く
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
す

る
辛
辣
な
批
判
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
戦
後
に
お
け
る
労
働
述
動
の
地
方
自
治
問
題
に
対
す
る
関
心
の
無
さ
は
、

わ
が
国
の
近
代
史
、
現
代
史
に
お
け
る
「
地
下
水
脈
」
を
と
ら
え
る
視
点
が
欠
落
し
、
地
下
水
を
く
み
あ
げ
る
姿
勢
が
無
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
由
民
椎
運
動
以
降
の
大
衆
闘
争
史
に
、
地
方
日
治
問
題

に
対
す
る
取
紺
み
は
、
不
十
分
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
の
制
定
と
そ
の
内
容
を
評
価
す

る
さ
い
、
地
方
分
権
に
対
す
る
民
衆
運
動
レ
ベ
ル
に
お
け
る
収
組
み
の
歴
史
的
経
過
を
無
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
辻
消
明
氏
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
把
握
で
あ
る
。
辻
氏
は
、
地
力
自
給
の

思
想
に
お
け
る
日
本
的
な
る
も
の
を
転
換
さ
せ
、
欧
米
的
「
間
右
説
」
的
地
方
日
輪
観
の
碓
立
を
求
め
る
。
そ
の
さ
い
、
辻
氏
は
、
わ
が

国
の
近
代
史
、
現
代
史
に
お
い
て
、
「
後
見
的
地
方
自
治
観
」
が
圧
倒
的
に
支
配
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
自
立
的
地
方
自
治
観
」
が
少

数
意
見
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
例
と
し
て
、
「
吉
野
作
造
の
ご
と
き
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
的
旗
手
の
業
紙
の
な
か
で
す
ら
、
地
力
自
輪

（
３
）
 

や
住
民
述
勅
の
観
念
は
、
欠
然
し
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。

辻
氏
は
、
福
沢
諭
吉
や
陸
掲
南
、
中
江
兆
民
や
幸
徳
秋
水
、
安
部
磯
雄
な
ど
に
「
自
立
的
地
方
自
治
観
」
の
「
少
数
の
先
覚
者
」
と
し

て
の
姿
を
見
い
だ
し
、
「
戦
後
の
憲
法
に
盛
ら
れ
た
地
力
自
捕
の
観
念
は
、
決
し
て
異
国
か
ら
の
輸
入
品
で
は
な
く
、
す
で
に
百
年
も
前
か

ら
、
わ
が
国
で
も
、
そ
の
主
張
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
右
に
挙
げ
た
諸
々
の
論
説
は
語
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
う
述
べ
た
上
で
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
地
方
自
治
観
の
欠
落
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
辻
氏
に
お
い

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

七



こ
こ
で
、
辻
氏
は
、
吉
野
の
思
想
で
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
代
表
さ
せ
、
吉
野
の
民
本
主
義
論
に
地
方
自
治
論
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
を
理
山
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
地
力
日
輪
論
が
欠
落
し
て
い
た
と
の
皿
解
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
理
解
に
は
問
題
が
あ

る
。
第
一
に
、
吉
野
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
吉
野
に
よ
っ
て
の
み
代
表

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
吉
野
の
政
治
評
論
に
地
方
自
治
論
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
吉
野
の
実
践
活
動
の
中
に
地
方
自
治
問

題
へ
の
取
組
み
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

無
産
政
党
と
目
論
体
改
革

八

て
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
に
お
け
る
「
自
立
的
地
方
自
治
観
」
の
側
面
は
、
「
極
東
委
員
会
・
司
令
部
や
こ
れ
と
同
調
す
る
支
配
的
世
論
」

（
４
）
 

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
の
「
自
立
的
地
方
自
治
観
」
を
支
え
る
ぺ
き
「
地
下
水
脈
」
は
、

辻
氏
に
お
い
て
、
わ
ず
か
に
明
治
期
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
乏
し
い
地
下
水
脈
も
、
一
九
二
○
年
代
の
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
に
お
い
て
途
絶
え
た
と
さ
れ
、
戦
後
史
に
リ
ン
ク
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

辻
氏
の
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
辻
氏
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
吉
野
作
造
論
に
も
っ
と
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
辻
氏
は
い
う
。

「
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
か
れ
（
吉
野
作
造
）
の
民
主
主
義
の
思
想
の
な
か
に
は
、
都
市
日
活
な
い
し
地
方
自
沿
の
観
念
は
、
完
全
に
久
端

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
多
い
か
れ
の
政
給
評
論
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
論
述
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
辛
う
じ

て
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
代
議
政
沿
の
補
完
機
能
と
し
て
は
見
な
い
で
、
む
し
ろ
反
対

の
観
念
と
し
て
消
極
的
態
度
を
示
し
て
い
る
。
吉
野
の
氏
本
主
義
の
な
か
に
、
都
市
な
い
し
地
力
の
自
治
に
関
す
る
思
想
と
制
度
が
兄
当
ら
な
い
点

は
、
い
ま
ま
で
誰
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
特
徴
は
、
お
そ
ら
く
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
を
区
別
す
る
大

（
５
）
 

き
い
差
異
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。



第
一
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
少
な
く
と
も
、
吉
野
の
ほ
か
、
美
濃
部
達
吉
や
大
山
郁
夫
な
ど
に
よ
っ
て
も
代
表

（
６
）
 

さ
れ
る
思
想
的
潮
流
で
あ
り
、
と
く
に
大
山
の
場
〈
口
、
そ
の
政
治
評
論
の
中
で
地
方
自
治
問
題
へ
の
関
心
は
十
分
に
一
不
さ
れ
て
い
た
。
大

山
の
地
方
自
治
問
題
に
対
す
る
発
言
の
断
片
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
”
総
選
挙
か
ら
兄
た
都
会
と
地
力
“
『
我
等
』
一
九
二
○
年
六
月
）

「
我
国
の
地
力
制
度
も
最
早
時
勢
後
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
を
火
に
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本
的
改
革
と
い
ふ

段
に
な
れ
ば
、
脚
捕
の
真
梢
神
に
従
っ
て
全
制
度
を
そ
の
避
礎
か
ら
建
て
直
ほ
す
必
要
を
生
じ
て
来
る
筈
だ
し
、
殊
に
国
家
と
地
力
と
の
間
の
職
分
及

び
権
能
の
分
配
の
や
り
直
ほ
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
無
数
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
」
「
地
方
制
度
の
一
般
的
根
本
的
改
革
の
実
行
と
い
ふ
こ
と

は
、
し
ば
ら
く
跡
廻
し
と
す
る
に
し
て
も
、
舷
に
唯
一
つ
二
つ
当
面
の
急
務
と
し
て
即
時
改
造
を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な

く
、
地
方
議
会
に
関
す
る
制
限
選
挙
、
及
び
市
町
村
会
の
選
挙
に
於
け
る
階
級
制
度
で
あ
る
。
」

（
”
地
力
制
度
の
改
造
“
『
我
等
』
一
九
二
○
年
一
○
月
）

「
現
行
の
市
制
の
第
七
十
三
条
に
あ
る
通
り
に
、
市
長
の
選
任
に
関
し
て
『
内
務
大
臣
は
市
会
を
し
て
市
長
候
補
者
三
人
を
選
挙
推
薦
せ
し
め
、
上

奏
裁
可
を
誠
ふ
ぺ
し
』
と
い
ふ
や
う
な
規
定
が
あ
る
以
上
は
、
市
民
は
到
底
市
民
の
公
僕
と
し
て
の
市
長
を
持
つ
こ
と
が
、
未
来
永
劫
川
来
な
い
も
の

と
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
か
ら
考
へ
る
と
、
市
長
を
市
民
の
公
選
に
依
る
も
の
と
す
る
や
う
に
市
制
を
改
造
す
る
こ
と
は
、
例
の
市
会
選

準
に
側
す
る
三
級
制
度
を
撤
廃
す
る
と
同
じ
ほ
ど
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

（
”
東
京
市
と
そ
の
新
市
長
“
『
我
等
』
一
九
一
二
年
二
月
）

無
産
政
党
と
日
流
体
改
紘

九

「
極
端
な
る
中
央
災
権
政
論
は
、
地
方
分
権
の
雑
礎
の
上
に
立
て
ら
れ
て
居
た
と
こ
ろ
の
、
過
去
の
時
代
の
封
建
制
度
を
破
壊
す
る
に
は
必
要
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
で
、
ま
た
別
の
、
そ
れ
自
身
特
有
の
弊
害
を
多
く
示
し
て
来
た
。
若
し
今
後
の
政
治
が
、
現
代

の
剛
家
組
織
に
内
在
し
て
届
る
社
会
生
活
上
の
不
公
平
を
除
く
と
同
時
に
、
そ
の
文
化
の
上
の
利
益
の
地
力
的
分
布
の
上
に
於
け
る
不
公
平
を
も
共
に

除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
、
現
在
の
中
央
集
権
政
治
の
組
織
の
上
に
も
、
根
本
的
改
革
を
加
ふ
べ
き
必
要
が
、
早
晩
生
じ
て
来
な
い
訳
に

は
行
く
ま
い
と
恩
ふ
。
」



大
山
に
お
い
て
、
自
治
体
改
赦
は
、
社
会
改
造
の
剛
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
「
憲
法
改
正
問
題
」
に
ま
で
及
ぶ
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
（
前
掲
”
地
方
制
度
の
改
造
〃
）
。
し
た
が
っ
て
、
大
山
の
場
合
、
自
治
体
改
革
を
、
強
本
的
に
は
、
「
現
在
の
貸
本
的
社
会
組
織
が

継
続
す
る
限
り
は
到
底
実
現
Ⅲ
来
な
い
」
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
「
根
本
的
改
造
」
と
し
て
、
彼
岸
の
課
題
に
し
て
い
る
面
が
あ
る
（
前
掲

”
東
京
市
民
の
責
任
？
”
）
。
だ
が
、
同
時
に
、
大
山
は
、
地
方
自
治
体
選
挙
に
お
け
る
等
級
選
挙
制
度
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
複
選
制
）
の

改
正
、
市
長
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
知
事
を
ふ
く
め
て
）
の
公
選
制
の
課
題
を
現
実
的
課
題
と
し
て
提
起
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
提

起
の
発
想
の
原
点
に
は
「
自
治
の
真
糀
神
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
山
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的
多
元
主
義
の
立

場
か
ら
す
る
地
方
自
治
問
題
へ
の
き
わ
め
て
現
実
的
な
取
組
み
の
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
の
点
を
見
れ
ば
、
吉
野
作
造
は
、
氏
本
主
義
の
展
開
者
と
い
う
思
想
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
示
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
民
衆

党
結
党
の
提
唱
者
の
一
人
と
な
り
、
そ
の
後
、
同
党
の
顧
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
実
の
政
治
に
実
践
的
な
か
か
わ
り
を
も
っ
た
行
動

の
人
で
も
あ
っ
た
。
戦
前
の
日
本
の
政
治
学
打
で
、
Ⅱ
本
の
政
治
の
現
実
に
直
面
し
、
そ
こ
で
政
治
的
な
る
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た

無
産
政
党
と
日
淌
体
改
革

一
○

「
ま
づ
我
国
の
自
治
制
は
、
名
ば
か
り
の
自
淌
制
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
定
に
依
っ
て
樺
せ
ら
れ
る
市
民
が
、
自
分
達
の
創
意
で
活
躍
し
得
る
範
閉

は
、
真
に
枝
葉
の
部
分
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ
の
狭
い
範
囲
内
に
於
て
さ
へ
、
市
民
の
個
々
の
意
思
が
市
政
の
上
に
有
効
に
作
用
し
得
る
可
能

性
は
飴
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
へ
ぱ
、
東
京
市
民
は
自
選
の
市
長
を
持
つ
こ
と
が
川
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
市
会
議
員
を
選
ぶ
の
に
さ

へ
、
ま
だ
時
勢
お
く
れ
の
階
級
選
挙
制
度
の
支
配
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
市
会
の
上
に
ま
だ
市
参
珈
会
と
い
っ
た
よ
う
な
非
民
主
的
な
集
団
が

あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
老
へ
た
だ
け
で
も
、
市
民
と
市
政
と
の
距
離
が
醤
だ
違
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
市
政
の
出
発
点
か
ら
し
て

既
に
こ
う
し
た
制
度
上
の
抑
制
を
受
け
て
居
る
市
民
は
、
嚇
兆
上
に
於
て
は
、
一
肘
臓
え
難
い
様
々
の
鵬
壁
で
市
政
の
実
際
上
の
巡
川
か
ら
絶
縁
せ
ら

れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
」

（
”
東
京
市
民
の
責
任
？
”
『
我
等
』
一
九
二
一
年
七
月
）



大
山
と
吉
野
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
辻
氏
の
よ
う
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
地
方
自
治
論
が
欠
落
し
て
い
た
と
の
速
断
を
理
由

に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
戦
後
民
主
主
義
を
断
絶
さ
せ
て
と
ら
え
る
理
解
が
、
雌
史
認
識
と
し
て
不
正
碓
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
結
論

で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
す
で
に
宮
本
憲
一
氏
が
、
普
通
選
挙
制
度
の
確
立
、
地
租
・
営
業
税
の
地
方
委
譲
、
郡
制
・
郡
役
所

廃
止
と
知
事
公
選
の
三
要
求
を
、
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
地
方
自
治
運
動
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
一
九
二
○
年
代
の
労
働
運
動
、
農
民

（
８
）
 

述
助
と
の
関
巡
で
解
明
し
て
い
る
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
述
助
の
中
に
自
沿
体
改
球
の
要
素
が
あ
っ
た
と
す
る

把
握
が
、
辻
氏
の
議
論
展
開
の
前
に
明
確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
の
指
摘
は
、
か
つ
て
丸
山
真
男
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
有
名
な
指
摘
で
あ
る
が
、
吉
野
は
、
大
山
と
と
も
に
、

（
７
）
 

現
実
政
沿
に
か
か
わ
っ
た
、
数
少
な
い
例
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
士
川
野
が
、
一
九
二
九
年
六
月
、
社
会
民
衆
党
全
国
市
町
村
会

議
員
大
会
の
議
長
を
つ
と
め
、
地
方
自
治
制
度
改
革
問
題
の
検
討
を
準
備
し
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
あ
る
。
吉
野
の
、
議
長
と
し
て
の
発

言
内
容
は
簡
単
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
吉
野
が
右
の
よ
う
な
会
議
の
議
長
を
務
め
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
吉
野
の
民

主
主
義
論
の
理
論
枠
組
の
中
に
、
地
方
日
桁
論
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
理
解
が
、
や
や
早
計
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。（
１
）
沖
繩
に
お
け
る
白
川
民
樵
迦
助
の
志
士
、
謝
花
外
を
論
じ
た
と
き
、
大
江
髄
三
郎
氏
は
「
か
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
根
を
ひ
た
し
て
い
る
地
下

水
そ
の
も
の
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
ぺ
た
。
大
江
氏
は
「
地
下
水
と
は
、
そ
れ
を
く
み
あ
げ
る
肴
が
い
な
け
れ
ば
、

実
在
せ
ぬ
に
ひ
と
し
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
”
謝
花
外
と
沖
繩
“
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
四
月
三
日
）
。
大
江
氏
に
と
っ
て
、
地
下
水
脈
の

一
底
流
と
し
て
の
謝
花
、
拡
大
し
て
い
え
ば
自
由
民
権
運
動
は
、
「
現
在
の
自
分
と
先
ゆ
き
」
を
確
定
す
る
な
に
か
、
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一

作
家
の
歴
史
を
内
在
化
す
る
視
点
に
注
、
し
て
お
き
た
い
。

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革
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（
５
）
辻
清
明
〃
都
市
と
自
治
“
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
・
現
代
都
市
と
自
治
』
一
九
七
五
年
Ⅶ
月
。

（
６
）
こ
こ
で
列
挙
す
る
こ
と
が
は
ば
か
れ
る
ほ
ど
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
側
す
る
研
究
文
献
は
、
蛾
近
、
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
大
正
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
研
究
が
活
発
化
す
る
と
と
も
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
も
は
や
大
正
政
給
史
の
一
耐
と
し
て
で
は
な
く
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状

況
と
し
て
、
政
党
政
治
体
制
を
ふ
く
む
天
皇
制
の
一
局
面
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
力
の
嚇
欠
と
な
っ

た
続
柄
と
し
て
、
三
芥
太
一
郎
”
政
党
政
桁
確
立
過
税
に
お
け
る
政
桁
帽
導
と
そ
の
状
況
“
『
同
家
学
会
縦
紡
』
節
七
八
巻
五
・
六
丹
１
節
七
九

巻
一
・
二
号
（
『
Ⅲ
本
政
党
政
輪
の
形
成
』
來
水
大
学
川
版
励
、
一
九
六
七
年
、
に
所
収
）
を
挙
げ
た
い
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
古
野
作
造
の

み
に
よ
っ
て
代
炎
さ
せ
、
戦
後
民
主
主
義
と
比
較
十
る
辻
氏
の
識
論
は
、
い
さ
さ
か
乱
繋
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
辻
氏
が
評
価
す
る
後
聴
新
平

も
、
大
正
デ
も
ク
ラ
シ
ー
状
況
が
生
み
川
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

（
７
）
「
幾
人
か
の
政
齢
学
粁
が
、
側
己
の
学
刷
と
そ
の
汎
火
的
対
象
と
の
あ
ま
り
に
大
き
い
ギ
ャ
ヅ
プ
に
耐
え
切
れ
ず
に
、
井
斎
を
川
で
て
生
々
し

い
政
桁
の
真
只
中
に
入
り
込
ん
で
行
っ
た
が
、
結
〃
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
特
定
の
打
力
な
政
桁
家
乃
亜
耶
人
と
個
人
的
川
係
を
結
び
、
ど
こ
ま
で

も
そ
う
し
た
私
的
関
係
を
通
じ
て
政
沿
を
自
己
の
希
望
す
る
方
向
に
動
か
そ
う
と
焦
慮
し
て
い
る
の
を
見
た
と
き
、
私
は
こ
の
国
の
政
袖
学
の
悲

劇
的
な
運
命
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」
と
丸
山
真
野
氏
が
〃
科
学
と
し
て
の
政
沿
学
”
で
述
べ
た
の
は
一
九
四
七
年
で
あ
っ
た

『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
助
』
下
巻
、
未
来
社
、
一
九
五
七
年
、
に
所
収
）
。
だ
が
、
大
山
と
吉
野
は
、
彼
ら
の
政
治
の
理
論
を
、
政
党
組
織
を

媒
体
に
、
日
本
の
現
実
政
減
に
其
体
化
し
よ
う
と
試
み
た
例
に
な
っ
て
い
る
。
大
山
郁
夫
の
そ
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
”
大
山
郁
夫

の
「
亡
命
」
に
つ
い
て
”
（
『
大
阪
経
大
論
集
』
第
七
七
号
、
一
九
七
○
年
九
月
）
、
”
戦
後
平
和
運
動
の
原
点
”
（
『
大
阪
経
大
論
集
』
第
八
六
号
、

一
九
七
二
年
三
月
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
吉
野
の
行
動
の
人
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
吉
野
の
社
会
大
衆
党
結
党
に
か
ん
す

る
企
図
を
指
摘
し
た
三
杼
太
一
郎
氏
の
”
吉
野
作
造
の
人
間
と
時
代
。
（
『
吉
野
作
造
論
災
』
中
公
文
肱
、
一
九
七
五
年
、
解
説
）
が
あ
る
。

（
８
）
宮
本
憲
一
〃
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
地
力
日
抽
“
『
Ⅱ
本
の
地
力
Ⅲ
締
と
地
方
財
政
』
尚
泰
彦
他
編
、
打
斐
側
、
一
九
六
八
年
、
三
一
ペ
ー
ジ

グ■、〆￣、グー、’－，〆＝、

６５４３２ 
、=〆、-"、＝ン、－"、＝”

松
下
圭
一
、
前
掲
詞

辻
清
明
『
ｎ
本
の
地
十

同
右
、
七
一
ペ
ー
ジ
。

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

ｒ
圭
一
、
前
掲
『
都
市
政
簸
を
考
え
る
』

川
明
『
ｎ
本
の
地
力
日
輪
』
湯
波
新
書
、

六
ペ
ー
ジ
。

一
九
七
六
年
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
。

一一一



わ
が
国
に
お
け
る
普
通
選
挙
制
度
の
実
施
に
対
応
し
て
労
働
者
・
腿
民
の
政
党
、
す
な
わ
ち
無
産
政
党
が
結
成
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
結

成
準
伽
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
地
方
自
治
体
に
対
し
て
一
定
の
方
針
を
樹
立
す
る
必
要
性
が
、
内
部
の
論
議
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
例

が
あ
る
。
一
九
二
五
年
七
月
、
政
治
研
究
会
で
結
成
さ
れ
る
べ
き
無
産
政
党
の
綱
領
が
検
討
さ
れ
た
と
き
、
試
案
作
成
を
委
嘱
さ
れ
た
高

橋
亀
吉
は
、
「
産
業
の
振
興
」
「
分
配
の
再
整
理
」
「
国
民
の
権
利
義
務
」
「
行
政
制
度
の
改
革
」
「
教
育
」
の
五
項
目
に
よ
る
異
色
の
私
案

を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
第
四
項
目
の
「
行
政
制
度
の
改
革
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
明
確
に
し
た
。

６５４３ 

ＴＩｉＴｌＪ１付Ｔｌ丁
町ＩＨＩル（町

無村村会村

轆iiiii
首輪議半災

“簾Ｋ
繋郷Ｗ瞥
税の会し
源生議、
の計興出
独をよ来
立なり得
をす‐亙る
」ｊ、に選限
へ足しり
るる、そ
リド給半の
。料数権
をを限
支一を
払般拡
ふ投張
zlド架す
。とる

す難
る。

即1Ｆ

２
、
府
県
を
経
済
事
情
に
適
合
す
る
様
分
割
廃
合
し
て
、
そ
の
最
小
単
位
を
少
く
と
も
現
在
の
一
一
、
三
傭
以
上
と
な
し
大
臣
級
の
人
材
の
漏
助
に
適
す

「
中
央
集
権
画
一
主
義
を
廃
し
て
地
方
分
権
非
画
一
主
義
に
よ
る
行
政
制
度
の
改
革
。

１
、
市
町
村
自
治
体
を
経
済
事
情
に
適
合
す
る
様
分
割
廃
合
し
て
、
そ
の
最
小
単
位
を
自
治
体
と
し
て
の
本
能
を
発
揮
し
得
る
を
限
度
と
す
る
事
。

る
範
囲
と
す
る
鞭
。

（
例
へ
ぱ
人
口
五
千
以
上
）

以
下
参
照
。

三
、
社
会
民
衆
党
の
地
方
自
治
体
政
策



わ
が
国
に
お
け
る
第
一
回
普
通
選
挙
と
し
て
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
の
は
一
九
二
八
年
二
月
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
普
通
選
挙
制

度
に
よ
る
府
県
会
議
員
選
挙
が
一
九
二
七
年
九
川
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
普
選
第
一
回
府
県
会
議
選
衆
の
時
点
で
、
結
成
さ
れ
て
い
た
無

産
政
党
は
、
労
働
腱
氏
党
、
社
会
民
衆
党
、
日
本
労
農
党
の
三
光
弊
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
府
県
会
議
選
挙
へ
の
対
筑

と
し
て
、
各
党
な
り
の
自
船
体
政
簸
を
明
示
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
行
党
の
選
挙
対
簾
と
し
て
の
、
冷
体
政
筑
を
比
較
す
る
と
、
一
見
、

（
３
）
 

「
離
水
的
に
み
れ
ば
大
同
小
異
」
と
い
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
党
、
す
な
わ
ち
無
産
政
党
左
派
、
中
間
派
、
右
派
の
地

力
日
給
体
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
は
衡
的
と
も
い
え
る
兼
異
が
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
の
差
異
を
検
討
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

別
表
で
、
府
県
会
選
挙
に
お
け
る
無
産
政
党
の
進
川
状
況
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
艀
選
第
一
回
府
県
会
選
準
以
降
、
無
産
政
党
各
党
は
、

簡
橋
の
綱
領
私
案
は
産
業
民
主
主
義
の
砿
立
を
基
本
方
針
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
商
橋
の
無
産
政
党
に
関
す
る
韮
本
発

想
は
、
政
治
的
に
は
自
由
主
義
、
経
済
的
に
は
社
会
主
義
を
求
め
る
も
の
と
す
る
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
経
済
綱
領
と
し
て
は
、
日

（
２
）
 

山
主
義
に
妥
協
し
た
社
会
主
義
的
経
済
政
簸
の
具
体
化
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
一
同
橋
の
発
想
は
、
当
時
の
左
派
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
高
橋
の
綱
領
私
案
は
、
行
政
改
革
案
と
し
て
の
地
方
自
治
体
論
も
含
め
、
全
体
と
し
て
政
治
研
究
会
か
ら
強
く

拒
絶
さ
れ
た
。
高
橋
は
政
治
研
究
会
を
去
り
、
社
会
民
衆
党
の
母
体
で
あ
る
独
立
労
働
協
会
の
創
立
に
加
わ
っ
た
。
高
橋
が
去
る
と
と
も

に
、
政
治
研
究
会
や
無
産
政
党
組
織
準
備
委
員
会
に
お
い
て
、
綱
領
草
案
の
中
に
自
治
体
改
革
の
方
針
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て

い
る
。

無
産
政
党
と
目
流
体
改
革

７
、
自
治
体
の
破
要
任
務
を
経
済
活
動
に
お
く
事
。

８
、
鍍
金
附
会
中
は
常
任
委
員
会
を
殻
く
鞄
・
』

一

四



無産政党関係府県会議員数

（1972年～1935年）

普選第１回府県会
議選
（1972年９月）

普選第２回府県会
議選
（1931年９月）

普選第３回府県会
灘選
（1935年９ハ）

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

立侠イル者

当選者

得票数

１選当り得票数

当選率

立倹補地区

２１６ 

28 

257,266 

１，０７６ 

１．３％ 

９２ 

３８ 

２１４，３０１ 

２，３２９ 

4.14％ 

８７ 

２１３ 

17 

270,630 

1,276 

0.8％ 

１５７ 

注１）『昭和拾年度社会大衆党報告書』社会大衆党本部，1936年１ﾉル
５０ページによる。

２）第１回における当選者２８名中，１３名は労働農民党所属。第２回

における当選者１７名中，１３名は全国労農大衆党所属。第３回に

おける当選者38渦中，２４名は社会大衆党所属。

社会大衆党所属府県会・市会激員数

（1935年～1937年）

府県会議員数｜市会議員数｜国会議員数

1935年１ノ]現在(*）

l936jlz5jj現在(**）

19731Ｆ６）1現在(***）

５９ 

７６ 

１５９ 

1２ 

５４ 

５５ 

３
８
６
 

１
３
 

注＊）『昭和九年度社会大衆党報告書』社会大衆党本部，1935年１）１，

８２ページ。

＊*）rI1HfII十一Ｈ１：皮下半期闘争報告書』社会大衆党出版部，1936年

５月，２４ページ。

…）『昭和十二年度上半期闘争報告書』社会大衆党１１１版部，1937年
７月，２７ページ。

総
選
拳
と
組
み
合
わ
さ
れ

た
形
の
府
雌
会
選
準
に
取

り
組
み
、
そ
の
府
県
会
選

挙
戦
の
過
程
で
、
各
党
な

り
の
地
力
自
沿
体
政
策
を

展
開
し
た
。
府
県
会
選
挙

が
あ
る
以
上
、
無
産
政
党

各
党
は
、
各
党
の
地
方
自

治
に
つ
い
て
の
考
え
方
を

確
立
し
、
明
示
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

無
産
政
党
の
帝
国
議
会

に
お
け
る
地
位
は
、
せ
い

ぜ
い
反
対
党
と
し
て
キ
ャ

ス
チ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を

握
る
場
合
が
あ
る
秘
度
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

一
五



無
産
政
党
と
自
治
体
改
戴

一
一
ハ

も
、
一
九
三
七
年
に
は
、
議
席
数
で
四
○
、
得
票
数
で
一
○
○
万
、
得
票
率
で
一
○
％
の
地
点
に
到
達
し
て
い
た
。
同
様
に
府
県
会
選
挙

に
お
い
て
も
、
一
九
三
○
年
代
の
後
半
（
す
な
わ
ち
昭
和
一
○
年
代
）
に
お
い
て
は
、
別
表
に
見
る
よ
う
な
躍
進
を
遂
げ
て
い
た
。
無
産

政
党
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
が
議
会
進
出
を
可
能
に
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
状
況
下
に
お
け
る
選
挙
民
の
期
待
が
無
産
政
党
に

向
け
ら
れ
た
の
か
、
三
七
年
総
選
挙
の
前
哨
戦
と
し
て
三
五
年
府
県
会
選
挙
の
意
義
を
ど
う
見
る
か
、
な
ど
の
問
題
が
こ
こ
で
検
討
課
題

（
４
）
 

と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
検
討
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
府
県
会
選
挙
対
簸
と
し
て
川
一
が
さ
れ
る
無
産
政
党
各
党
の

地
力
目
桁
体
対
簸
を
、
ま
ず
は
、
無
産
政
党
右
派
と
し
て
の
社
会
民
衆
党
に
お
け
る
府
県
会
選
挙
方
針
か
ら
凡
る
こ
と
に
す
る
。
先
に
編

柄
し
た
と
お
り
、
古
野
作
造
が
議
長
を
務
め
た
全
国
議
員
大
会
を
開
催
し
た
の
は
社
会
民
衆
党
で
あ
っ
た
。

社
会
民
衆
党
の
方
針
と
し
て
の
地
方
自
治
体
政
策
は
、
日
治
の
訓
練
と
分
権
の
制
度
を
民
主
主
義
論
の
基
底
に
据
え
る
理
論
枠
組
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方
自
体
と
し
て
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
普
選
第
一
回
府
県
会
選
挙

を
直
前
に
し
て
、
社
会
民
衆
党
中
央
執
行
委
員
会
が
、
一
九
二
七
年
六
月
二
七
日
付
で
発
表
し
た
基
本
方
針
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

「
我
等
は
此
の
選
挙
職
に
際
し
て
我
等
が
取
る
ぺ
き
一
般
的
地
力
政
策
を
決
定
す
る
に
当
り
、
先
づ
そ
の
骨
子
た
る
我
党
の
根
本
精
神
に
つ
き
一
言
す

る
所
あ
ら
ん
と
す
る
。
抑
々
我
党
の
指
導
精
神
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
に
よ
る
経
済
生
活
の
社
会
化
で
あ
る
。
」
「
我
党
の
理
想
を
実
現
す
る
が
為

め
に
は
、
健
全
な
る
民
衆
の
政
治
的
自
覚
を
先
決
要
件
と
す
る
。
自
覚
の
上
に
立
つ
自
治
の
訓
練
を
先
決
要
件
と
す
る
。
民
衆
政
猯
の
真
の
発
達
の
要

諦
は
蓋
し
完
全
な
る
目
論
の
確
立
を
外
に
し
て
無
い
。
」
「
即
ち
今
日
に
於
け
る
最
緊
要
事
は
、
第
一
に
先
づ
地
方
自
治
制
を
既
成
政
党
の
手
よ
り
奪
取

し
て
、
民
衆
自
身
に
依
り
地
力
自
始
の
根
木
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
府
県
町
村
の
財
政
税
制
を
し
て
勤
労
階
級
本
位
の
大
改
革
を
加
は
し

め
、
以
て
蹴
鯛
せ
ら
れ
た
る
生
活
の
椛
利
を
正
当
に
奪
還
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
行
政
組
織
と
い
は
ず
教
育
制
度
と
い
は
ず
、
都
市
農
村
計
画
と



社
会
民
衆
党
中
央
執
行
委
員
会
が
一
九
二
七
年
六
月
二
七
日
付
で
発
表
し
た
府
県
会
選
挙
に
対
す
る
基
本
方
針
は
、
わ
が
国
の
無
産
政

党
が
、
二
○
年
代
の
後
半
、
普
通
選
準
制
度
実
施
の
状
況
に
対
応
し
、
地
方
自
治
問
題
に
関
し
て
自
治
と
分
権
の
理
念
を
確
立
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
韮
水
力
針
の
執
繁
者
や
起
戯
過
秘
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
社
会
民
衆
党
の
党
荷

の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
安
部
磯
雄
で
あ
る
。
辻
消
明
氏
も
向
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
〃
都
市
と
日
輪
“
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
染
、
現

代
都
市
と
自
沿
』
、
安
部
は
明
治
社
会
主
義
の
中
で
注
目
さ
れ
る
市
民
自
治
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
に
、
一
九
○
一
年
、
か
の
社
会

民
主
党
の
「
社
会
主
義
を
経
と
し
、
民
主
主
義
を
緯
と
し
て
…
…
」
と
い
う
宣
言
を
執
筆
し
た
の
は
安
部
で
あ
っ
た
。
社
会
民
主
党
宣
言

に
は
、
労
働
者
や
小
作
人
の
「
自
治
の
精
神
」
を
尊
ぶ
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
。
二
○
年
代
後
半
の
社
会
民
衆
党
に
、
今
世
紀
初
頭
の
社

会
民
主
党
の
理
念
が
多
少
な
り
と
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

無
産
政
党
と
自
流
体
改
紘

一
七

止
」
は
、
府
県
呵

る
弾
効
で
延
巫
。

こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
社
会
民
衆
党
の
普
選
第
一
回
府
県
会
選
挙
に
対
す
る
政
策
は
、
「
地
方
自
治

制
の
徹
底
」
「
地
方
財
政
経
済
の
改
革
」
「
都
市
計
画
及
農
材
計
画
」
「
教
育
」
「
社
会
施
設
」
の
五
項
目
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

（
６
）
 

の
項
目
の
中
に
は
、
「
地
方
官
の
民
選
」
「
地
方
識
〈
券
の
改
造
」
「
知
事
原
案
執
行
権
の
廃
止
」
な
ど
の
方
針
が
含
ま
れ
て
い
た
。
「
地
力
官

の
民
選
」
と
は
、
知
事
、
内
務
部
長
、
瀞
察
部
長
等
の
「
主
要
地
方
官
」
を
「
府
県
氏
の
面
接
投
票
」
に
よ
っ
て
選
出
せ
よ
、
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
「
地
方
議
会
の
改
造
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
化
が
地
方
支
部
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
知
事
原
案
執
行
権
の
廃

止
」
は
、
府
県
制
第
八
五
条
の
廃
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
府
県
会
の
議
決
椎
を
超
え
る
知
事
の
権
限
と
内
部
大
臣
の
指
揮
権
に
対
す

い
ば
ず
、
総
て
に
麺
じ
て
行
は
る
る
封
建
的
官
僚
的
禰
一
的
．
中
央
築
臓
的
弊
風
を
排
し
．
氏
衆
的
社
会
的
、
閥
流
的
巍
的
制
度
に
之
麿

置
き
摸
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
斯
の
如
く
し
て
始
め
て
、
全
民
衆
の
総
意
に
よ
る
新
社
会
の
建
設
は
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
附
す
で
あ
ろ
う
。
」



こ
の
大
会
は
、
社
会
民
衆
党
に
属
す
る
地
方
議
員
が
一
拳
に
二
五
○
名
も
増
加
し
、
国
府
県
市
町
村
会
議
員
の
総
計
が
約
三
○
○
に
達

し
た
時
点
で
、
「
当
選
議
員
の
階
級
性
保
持
」
を
主
眼
と
し
て
開
か
れ
た
大
会
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
論
を
含
む
政
策
討
論
は

翌
六
月
二
四
日
の
社
会
民
衆
党
全
国
議
員
地
方
議
会
対
策
研
究
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
全
国
議
員
大
会
の
内
容
上
の
重
点
は
、
主
と

し
て
自
治
体
政
策
の
遂
行
者
で
あ
る
地
方
議
員
に
対
し
「
厳
重
な
る
告
辞
」
を
行
な
う
点
に
あ
っ
た
。
告
辞
を
行
な
っ
た
の
は
同
大
会
の

す
）

議
長
に
推
さ
れ
た
社
会
民
衆
党
創
立
以
来
の
顧
問
で
あ
る
士
ロ
野
作
造
で
あ
っ
た
。

社
会
民
衆
党
は
、
全
国
議
員
地
方
議
会
対
策
研
究
会
開
催
の
あ
と
、
一
九
二
九
年
一
二
月
の
同
党
「
昭
和
四
年
度
大
会
」
で
「
地
方
自

治
制
度
改
革
二
関
ス
ル
件
」
を
可
決
し
て
Ｌ
型
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
民
衆
党
の
自
治
体
政
策
は
、
一
九
一
一
一
一
年
に
入
る
と
、
そ
の
内
容
に
微
妙
な
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会

民
衆
党
が
一
九
三
一
年
三
月
に
見
せ
た
内
閣
打
倒
の
大
衆
動
員
が
、
実
は
軍
部
の
「
革
新
」
派
と
呼
応
す
る
ク
ー
デ
タ
計
画
の
一
端
を
担

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

一
八

社
会
民
衆
党
の
府
県
会
へ
の
進
出
は
、
普
選
第
一
回
府
県
会
選
挙
（
一
九
二
七
年
九
月
）
の
際
に
、
当
選
議
員
六
殆
（
含
非
公
認
）
、
得

票
数
三
八
、
五
六
八
で
あ
り
、
同
第
二
回
府
県
会
選
挙
（
一
九
三
一
年
九
月
）
の
際
に
、
当
選
議
員
一
一
一
名
、
得
票
数
八
一
一
、
七
五
五
で
あ
っ

官
）

た
。
二
○
年
代
後
半
か
ら
三
○
年
代
前
半
の
政
党
政
治
開
花
期
に
、
無
産
政
党
右
派
に
お
け
る
議
会
進
出
は
、
は
か
ば
か
し
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
社
会
民
衆
党
は
、
地
方
自
治
体
対
策
と
し
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
民
衆
の
自
治
の
確
立
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
の
民
衆
の
自

治
の
確
立
の
場
を
分
権
的
制
度
と
し
て
の
地
方
自
治
体
の
新
し
い
あ
り
方
に
求
め
る
考
え
方
を
明
示
し
て
い
た
。
考
え
方
と
し
て
は
、
辻

清
明
氏
の
い
う
「
伝
来
説
」
を
越
え
る
「
固
有
説
」
の
展
開
で
あ
っ
た
と
兄
散
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
民
衆
党
の
「
固
有
説
」
的
地
方

自
治
体
論
展
開
の
一
つ
の
場
と
し
て
、
一
九
二
九
年
六
月
二
三
日
に
お
け
る
芝
協
調
会
館
で
開
か
れ
た
社
会
民
衆
党
全
国
議
員
大
会
が
あ

っ
た
。



（
、
）

う
予
備
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
社
会
比
衆
党
の
大
永
助
腿
以
が
竹
州
澗
邸
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、

（
廻
）

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
に
対
十
る
燃
ゅ
る
が
如
き
憤
激
」
が
運
動
の
方
向
と
し
て
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ら
フ
シ
ー
と
か
、
自
治
と

か
、
分
権
と
か
の
理
念
は
き
わ
め
て
安
易
に
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
府
県
会
選
挙
政
策
は
、
従
前

ど
お
り
、
「
知
事
の
公
選
」
「
原
案
執
行
椎
の
廃
止
」
の
方
針
を
打
ち
川
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
を
具
体
化
す

る
た
め
の
日
沿
と
分
椛
の
発
想
に
よ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。
こ
こ
で
新
し
く
掲
げ
ら
れ
た
指
導
理
念
は
「
無
産
階
級
的
、
治
制
の
獲

（
皿
）

得
」
で
あ
る
。
鉤
Ⅱ
沿
体
改
革
の
方
向
は
兄
失
な
わ
れ
、
球
命
的
表
現
に
よ
る
離
会
制
打
破
の
方
針
が
社
会
民
衆
党
を
支
配
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。（
５
）
”
府
県
会
を
勤
労
民
衆
の
も
の
と
せ
よ
〃
『
社
会
民
衆
新
聞
』
一
九
二
七
年
七
月
三
日
。

無
産
政
党
と
、
撒
休
改
革

（
３
）
河
野
密
『
日
本
社
会
政
党
史
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
○
年
、
一
○
三
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
拙
稿
〃
社
会
大
衆
党
の
分
析
“
（
増
島
宏
外
『
無
産
政
党
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
九
年
、
所
収
）
を
参
照

（
２
）
商
機
他
行
”
Ⅱ
本
無
派
附
級
政
党
の
経
済
綱
例
解
税
・
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
一
九
二
四
年
八
月
’
一
二
〃
。
な
お
、
術
橋
に
対
す
る
批
判
と
し

て
、
徳
川
球
一
”
無
産
政
党
の
綱
恢
に
就
い
て
ｌ
揃
橋
他
吉
氏
の
所
論
を
駁
す
Ｉ
“
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
一
九
二
五
年
八
〃
、
が
あ
る
。
徳
川
の

批
判
論
文
は
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
体
制
内
政
球
の
可
能
性
を
求
め
る
無
産
政
党
の
あ
り
方
は
「
根
本
か
ら
誤
り
」
で
あ

（
１
）
高
橋
勉
吉
〃
無
産
政
党
綱
領
私
案
“
『
政
治
研
究
会
・
無
党
政
党
組
織
準
備
委
員
会
』
（
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
、
大
野
節
子
・
二
村

一
夫
縞
、
Ⅱ
本
社
会
述
勅
史
料
・
脈
盗
料
荊
、
無
産
政
党
溢
料
）
法
政
大
学
川
版
脇
、
一
九
七
三
年
、
六
二
’
六
三
ペ
ー
ジ
。
句
読
点
、
懸
字
は

さ
れ
た
い
。

一
夫
縞
、
Ⅱ
本
社
会
述
勅

適
宜
訂
正
（
以
下
同
じ
）
。

る
と
し
て
い
る
。

一

九



一
九
三
二
年
七
几
に
無
産
政
党
各
派
を
糾
合
す
る
形
で
結
成
さ
れ
た
社
会
大
衆
党
の
性
格
を
ど
う
兄
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。
古
好
作
造

が
社
会
大
衆
党
に
何
を
期
待
し
て
い
た
か
と
い
う
柵
題
が
あ
る
。
大
川
郁
夫
が
、
な
ぜ
、
社
会
大
衆
党
紡
党
の
数
カ
月
前
に
亡
命
の
道
を

選
ん
だ
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
山
川
均
は
あ
く
ま
で
社
会
大
衆
党
に
期
待
し
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
山
川
の
組
織
路
線
は
妥
当
で
あ

無
産
政
党
と
自
治
体
改
球

二
○

（
６
）
，
一
般
地
力
政
綱
〃
（
府
県
議
選
全
国
協
繊
会
に
対
す
る
社
会
民
衆
党
本
部
の
提
案
）
『
社
会
民
衆
新
川
』
一
九
二
七
年
七
几
三
Ⅱ
。

（
７
）
古
川
未
次
郎
〃
地
力
日
輪
制
の
徹
底
に
努
力
せ
よ
Ｉ
我
党
の
一
般
地
力
政
綱
解
説
ｌ
〃
『
社
会
民
衆
新
川
』
一
九
二
七
年
七
〃
一
九
日
。

（
８
）
〃
府
県
会
選
挙
Ｉ
民
衆
の
輿
論
脈
馴
さ
る
Ｉ
“
『
社
会
民
衆
新
川
』
一
九
三
一
年
一
一
〃
一
○
日
。

（
９
）
『
社
会
民
衆
新
川
』
一
九
二
九
年
七
〃
一
Ⅱ
。
な
お
古
野
作
造
に
よ
る
併
辞
の
内
容
は
、
「
錨
口
は
あ
ら
ゆ
る
川
合
に
賊
災
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
」
「
無
磁
階
級
の
代
表
と
し
て
の
瀦
莉
は
識
、
を
特
椛
化
し
て
は
な
ら
ぬ
。
」
「
我
党
独
自
の
行
動
を
以
て
一
批
す
ぺ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
三

点
の
、
価
明
に
し
て
一
般
的
な
内
存
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
、
）
内
務
行
群
保
励
『
昭
和
四
年
中
二
於
ケ
ル
社
会
迎
助
ノ
状
況
』
八
八
一
’
八
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
Ⅱ
）
た
と
え
ば
、
素
郁
彦
『
承
フ
丁
シ
ズ
ム
運
動
史
』
河
川
書
房
新
社
、
一
九
六
二
年
、
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
、
）
”
大
挙
行
柵
官
邸
に
デ
モ
。
『
社
会
民
衆
新
川
』
一
九
一
一
二
年
一
一
一
几
二
五
Ⅱ
。

（
旧
）
”
道
府
県
会
議
員
選
挙
政
簸
Ｈ
“
『
社
会
民
衆
新
聞
』
一
九
三
一
年
七
几
二
五
日
。
松
永
義
雄
の
署
名
の
あ
る
こ
の
選
挙
政
箙
に
は
、
次
の
よ

う
な
不
鮮
明
な
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
如
何
な
る
行
政
組
織
も
此
生
活
難
打
開
の
為
に
、
即
ち
無
産
階
級
の
利
益
の
為
に
改
組
し
て
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
同
家
の
中
央
集
権
に
し
て
無
産
階
級
の
支
配
の
下
に
あ
る
場
合
が
殿
も
な
し
い
・
無
産
階
級
統
制
下
に
あ
る
中
央
災
権

は
当
然
地
力
の
自
治
制
を
否
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
又
無
産
階
級
の
統
制
が
完
全
に
行
届
い
た
場
合
に
は
地
力
の
自
治
制
は
又
必
然
的
に

承
認
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

四
、
社
会
大
衆
党
の
地
方
自
治
体
政
雄



Ｔ
）
 

務
の
簸
要
な
る
部
分
で
あ
る
。
」

地
力
口
沿
体
政
簸
の
表
現
が
、
体
制
打
破
と
大
衆
動
員
の
方
向
性
で
、
拡
巾
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、

自
冷
と
分
権
の
理
念
は
遠
ざ
か
り
、
関
係
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
社
会
大
衆
党
は
、
一
九
三
三
年
に
発
表
し
た
選
挙

法
改
正
案
で
「
強
制
投
票
制
」
を
主
眼
し
た
。
同
案
は
、
「
投
票
は
之
を
国
民
的
義
務
た
ら
し
む
可
き
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
に
も
と
づ

（
２
）
 

き
、
「
理
由
な
く
棄
権
し
た
る
も
の
は
一
定
の
罰
金
を
課
す
」
と
の
規
則
制
定
を
求
め
て
い
る
。
社
会
大
衆
党
は
、
大
衆
を
自
治
の
担
い

手
と
見
る
の
で
は
な
く
、
大
衆
を
動
員
の
対
象
と
見
て
い
た
。
社
会
大
衆
党
が
一
九
三
五
年
一
月
の
大
会
で
決
定
し
た
府
県
会
選
挙
方
針

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
な
く
、
大
衆
闘
争
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

無
産
政
党
と
脚
流
体
改
莱

一一一

っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
確
認
で
き
る
の
は
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
社
会
大
衆
党
の
政
策
を
見

る
限
り
、
社
会
大
衆
党
が
結
党
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
議
会
活
釛
で
は
な
く
、
議
会
政
に
と
っ
て
打
撃
的
な
大
衆
行
動
を
組
織
す
る
姿
勢
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

社
会
民
衆
党
の
場
合
で
も
、
一
九
三
一
年
に
な
る
と
、
も
は
や
、
日
始
も
分
椎
も
、
そ
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
、
意
識
的
に
排
除
さ
れ

た
地
方
自
治
論
が
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
」
を
超
え
る
大
衆
的
新
秩
序
確
立
の
方
向
で
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た

と
お
り
で
あ
る
。
三
一
年
以
降
に
お
け
る
社
会
民
衆
党
の
そ
の
方
向
性
が
、
一
二
二
年
以
降
の
社
会
大
衆
党
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
確
立
さ

れ
、
方
針
内
容
と
し
て
も
充
実
し
て
い
る
事
実
を
こ
こ
で
砿
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
大
衆
党
は
、
一
九
一
一
一
二
年
一
二
月
、
結
党
直

後
の
雌
初
の
大
会
で
、
市
町
村
会
雛
貝
選
衆
に
側
す
る
力
針
を
決
定
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
激
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
ら

ゆ
る
力
を
動
、
集
中
し
て
、
プ
ル
ジ
別
ア
政
党
及
び
政
府
を
端
鍵
す
る
と
こ
ろ
の
盗
本
主
義
的
政
淌
機
柵
の
組
織
細
胞
の
打
壊
に
向
っ
て

剛
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
力
口
沿
体
を
我
党
の
組
織
を
以
っ
て
占
拠
し
、
こ
こ
に
我
党
の
旅
を
術
く
州
ぐ
る
こ
と
が
我
党
当
而
の
雑
木
的
征



社
会
大
衆
党
に
お
い
て
、
選
挙
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
中
に
は
、
依
然
と
し
て
「
府
隈
知
小
の
一
般
公
選
、
原
案
執
行
権
の
廃
止
」
が
掲
げ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
自
治
体
改
革
を
す
す
め
る
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
「
大
衆
の
政
治
的
憤
激
を
煽

動
」
す
る
立
場
か
ら
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
社
会
大
衆
党
に
お
い
て
、
確
か
に
日
常
活
動
は
活
溌
化
し
た
。
一
九
三
五
年
の
大

会
に
お
い
て
は
、
東
京
、
大
阪
、
岩
手
、
神
奈
川
な
ど
の
府
県
連
合
会
か
ら
地
域
活
動
の
経
験
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
同
じ
大
会
に
お
い
て
「
市
民
団
体
全
国
結
成
」
の
方
針
が
決
議
さ
れ
、
東
京
府
連
は
「
市
民
運
動
へ
の
積
極
的
進
出
」
に
つ
い
て
報
告

（
４
）
 

（
５
）
 

し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
日
術
活
動
は
「
革
新
日
本
建
設
」
の
方
向
で
取
り
組
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
治
体
改
砧
で

（
６
）
 

は
な
く
、
「
官
僚
行
政
機
関
化
せ
る
自
治
制
に
根
本
的
斧
欽
を
加
へ
ん
と
す
る
」
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。

か
つ
て
、
一
九
二
七
年
の
府
県
会
選
挙
の
際
に
示
さ
れ
た
、
社
会
民
衆
党
の
日
冷
と
分
権
の
理
念
は
ど
こ
へ
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
自
治
と
分
権
の
理
念
が
、
こ
の
よ
う
に
あ
っ
け
な
く
、
地
方
自
治
体
政
策
の
中
か
ら
姿
を
消
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
九

二
七
年
に
お
け
る
日
治
と
分
権
の
理
念
の
あ
り
方
に
、
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に

飢
餓
戦
上
に
喘
ぐ
労
働
者
、
農
民
、
一
般
市
民
は
凡
ゆ
る
不
満
と
反
抗
に
燃
へ
て
今
や
資
本
主
義
打
倒
の
闘
争
へ
と
全
国
的
に
旗
鼓
を
鳴
ら
し
つ
つ

あ
る
。
こ
の
時
、
待
望
の
府
県
会
議
員
選
挙
戦
は
将
に
展
開
さ
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
生
活
窮
乏
打
開
の
道
は
た
だ
大
衆
的
闘
争
の
遂
行
あ
る
の
み
。
真

実
の
意
味
に
於
け
る
非
常
時
克
服
は
た
だ
安
本
主
義
打
倒
の
意
識
的
闘
争
の
展
開
あ
る
の
み
。
選
挙
は
断
じ
て
単
な
る
議
員
の
個
人
的
野
望
の
舞
台
に

５
）
 

あ
ら
ず
。
選
挙
は
我
等
の
政
権
獲
得
へ
の
前
哨
戦
的
実
践
的
闘
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

「
主
文

－
二

今
秋
挙
行
の
全
国
府
県
会
選
挙
戦
を
全
面
的
圧
倒
的
に
勝
利
す
べ
し

nH 
IIl 

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

の

］ 



政
治
研
究
会
か
ら
無
産
政
党
組
織
準
備
委
員
会
へ
、
そ
し
て
無
産
政
党
組
織
準
備
委
員
会
か
ら
農
民
労
働
党
へ
、
さ
ら
に
農
民
労
働
党

か
ら
労
働
農
民
党
の
結
党
へ
と
至
る
過
秘
で
、
先
に
見
た
商
橋
地
吉
に
よ
る
行
政
改
革
的
発
想
に
よ
る
自
治
体
改
革
案
が
示
さ
れ
た
以

外
、
地
方
自
治
体
政
筑
を
論
じ
る
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
労
働
農
民
党
は
、
結
党
さ
れ
た
一
九
二
六
年

三
月
の
一
年
半
後
、
一
九
二
七
年
九
几
に
は
艸
選
第
一
川
府
県
会
選
米
に
泣
面
し
、
地
力
日
流
体
政
餓
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
労
働
賎
民
党
は
、
ま
ず
、
他
の
無
産
政
党
の
他
方
目
桁
休
政
筑
を
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
自
ら
の
地
力
、
流
体
政
筑
を
発
表
し

た
。
こ
の
第
一
の
、
労
働
農
民
党
に
よ
る
他
党
批
判
の
論
点
の
中
に
、
社
会
民
衆
党
の
自
治
と
分
椛
の
理
念
の
も
つ
限
界
性
に
つ
い
て
の

鋭
い
指
摘
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
労
働
農
民
党
の
社
会
民
衆
党
や
日
本
労
農
党
に
対
す
る
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
日
本

艇
脆
党
に
対
す
る
批
判
に
集
約
的
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。

す
る
た
め
に
は
、
二
○
年
代
錘

見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
農
民
党
の
こ
の
批
判
は
、
き
わ
め
て
公
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
階
級
闘
争
の
観
点
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
か
ら
誤
り

無
産
政
党
と
自
治
体
改
糀

一一一一一

「
Ⅱ
本
膿
民
党
は
、
中
心
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
地
力
分
樵
制
の
確
立
を
掲
げ
知
巾
の
公
選
、
知
珈
の
原
案
執
行
権
の
廃
止
、
府
県
会
の
椛
限
拡
張

を
叫
ん
で
い
る
。
だ
が
、
川
本
股
氏
党
の
此
の
要
求
は
全
く
欺
嚇
的
な
内
海
を
け
つ
反
動
的
な
も
の
だ
。
」
「
之
は
節
一
に
、
地
力
、
流
体
が
政
桁
椛
力

の
組
織
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
国
家
と
同
じ
く
支
配
階
級
の
階
級
的
支
配
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
殊
に
府
県
が
荷
僚

的
中
央
権
力
の
支
配
綱
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
知
事
が
公
選
さ
れ
府
県
会
の
椛
限
が
拡
張
さ
れ
て
も
、
庇
本
家
地
主
の
支
配
の
機
側
で
あ
る
こ
と
に
変
り

（
７
）
 

は
な
い
と
云
ふ
明
々
白
々
の
事
実
を
隠
蔽
し
た
も
の
だ
。
」

二
○
年
代
後
半
に
お
け
る
、
無
産
政
党
左
派
と
し
て
の
労
働
農
民
党
の
地
方
脚
治
体
に
対
す
る
考
え
方
を
振
り
返
っ
て



無
産
政
党
と
ｎ
桁
体
改
糀

二
四

で
あ
る
と
い
う
単
純
な
批
判
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
単
純
な
批
判
の
中
に
、
二
○
年
代
後
半
の
時
点
に
お
け
る
自
治
と
分
権
の
理
念
が
も

た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
一
定
の
歴
史
的
限
界
の
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
た
と
兇
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
党
政
治
の
開
花
期
に
お
い
て
、
既

成
政
党
の
側
か
ら
も
自
治
体
改
革
を
す
す
め
る
動
き
が
出
て
い
た
。
だ
が
、
政
友
会
に
お
け
る
地
方
分
権
の
主
張
な
ど
は
、
「
政
党
政
治
下

で
）

の
地
方
制
度
改
革
の
限
界
」
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
艇
民
党
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
の
点
を
正
視
し
て
い
た
。
「
田
中
凧
事
政
府

は
こ
の
梨
中
せ
る
氏
衆
の
不
測
と
反
抗
を
分
散
さ
す
べ
く
、
地
力
分
椛
な
る
欺
陥
政
簸
を
撒
布
せ
ざ
る
得
な
く
な
っ
た
。
府
蝶
を
光
全
な

（
９
）
 

る
脚
袖
休
に
す
る
と
い
ふ
狩
板
の
下
に
知
珈
及
地
力
向
の
公
選
と
、
地
机
の
地
力
移
誠
と
を
か
ふ
げ
た
の
は
之
で
あ
る
」
と
い
』
ソ
の
が
、

労
働
農
民
党
の
分
析
で
あ
っ
た
。
社
会
民
衆
党
も
、
政
友
会
内
側
に
よ
る
「
日
淌
権
拡
充
」
箙
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

（
皿
）

む
し
ろ
秋
極
的
に
「
政
友
〈
齊
の
標
栃
す
る
官
僚
的
な
る
地
方
分
権
主
義
に
反
対
」
す
る
と
の
方
針
を
明
示
し
て
い
た
。
だ
が
、
社
会
民
衆

党
の
自
給
と
分
権
の
理
念
が
、
そ
し
て
地
方
自
治
体
政
策
が
、
自
治
体
改
革
と
し
て
、
当
時
の
政
友
会
田
中
内
閣
の
「
自
治
権
拡
充
」
策

と
、
ど
こ
が
衡
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
解
明
が
社
会
民
衆
党
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

労
働
股
氏
党
は
、
わ
が
国
の
政
党
政
治
の
尖
怖
に
お
い
て
は
、
日
淌
と
分
椎
の
理
念
に
よ
る
地
力
日
給
体
の
確
立
が
幻
想
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
幻
想
を
大
衆
の
川
に
提
示
す
る
こ
と
は
欺
陥
で
あ
る
と
の
判
断
を
も
っ
て
い
た
。
社
会
民
衆
党
に
お
け
る
日
流
と
分
椛
の
班
念

は
、
労
働
農
民
党
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
幻
想
性
の
日
党
に
お
い
て
十
分
で
な
く
、
そ
れ
が
日
給
と
分
権
の
理
念
の
あ
ま
り

に
も
あ
っ
け
な
い
消
滅
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
他
力
、
労
働
農
民
党
の
場
合
、
日
冷
と
分
権
の
理
念
に
つ
い

て
、
政
策
レ
ベ
ル
で
の
欺
職
性
を
振
摘
す
る
姿
勢
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
理
念
と
し
て
の
意
義
を
評
価
す
る
視
点
は
欠
如
し
て
い
た
。
一
九

○
一
年
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
桐
導
理
念
で
あ
る
「
経
」
と
し
て
の
社
会
主
義
と
「
純
」
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
二
○
年
代
に
お
い

て
、
労
働
農
民
党
の
階
級
闘
争
主
義
と
社
会
民
衆
党
の
階
級
協
調
主
義
に
分
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



無
産
政
党
各
党
の
府
県
会
選
挙
政
策
を
批
判
し
た
労
働
腔
氏
党
は
、
次
に
、
自
ら
の
政
簸
提
示
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

労
働
農
民
党
の
地
方
自
治
体
政
策
は
、
府
県
会
選
挙
戦
全
国
統
一
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
天
下
り
知
事
を

（
、
）

排
せ
！
」
で
あ
り
、
「
府
県
の
事
は
府
県
会
で
決
め
ろ
！
」
「
税
金
は
資
本
家
地
主
に
出
さ
せ
ろ
！
」
等
で
あ
っ
た
。
「
府
県
の
事
は
府
県
会

で
決
め
ろ
！
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ー
ン
が
、
「
県
会
を
我
等
の
代
表
で
占
め
ろ
！
」
「
県
会
を
飽
迄
我
等
の
手
へ
取
も
ど
せ
！
」
「
県
会
を
我
等

代
表
の
手
に
！
」
な
ど
と
す
る
地
方
支
部
の
発
想
を
、
「
議
会
主
義
の
幻
影
」
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
も
の
と
し
て
本
部
か
ら
提
起
さ

（
胆
）

れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

還
後
に
、
無
産
政
党
中
間
派
と
し
て
の
日
本
労
農
党
の
動
向
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
中
間
派
正
道
論
に
立
つ
日
本
労
農
党
お
よ
び

そ
の
後
の
中
川
派
諦
政
党
は
、
府
県
会
選
挙
対
筑
で
凡
る
限
り
、
政
簸
而
で
の
方
向
性
は
社
会
民
衆
党
帝
り
と
い
う
よ
り
労
助
挫
氏
党
符

リ
で
あ
っ
た
。
日
本
労
腿
党
や
そ
の
後
身
の
全
国
大
衆
党
に
お
い
て
、
府
県
会
選
衆
に
取
り
組
む
姿
勢
は
「
飽
迄
党
勢
拡
張
第
一
主
義
」

で
麩
腿
、
府
県
議
会
に
対
す
る
姿
泌
は
「
先
づ
雛
灘
戦
野
の
凪
Ⅲ
」
で
あ
り
、
「
地
力
識
会
の
助
き
を
鵬
祝
」
せ
よ
、
と
す
る
も
の
で
あ

、
）

っ
た
。
一
九
三
一
年
の
全
脚
労
股
大
衆
党
の
段
附
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
、
無
遊
政
党
小
川
派
と
し
て
の
兇
る
ぺ
き
地
力
日
輪
体
政
簸
が

選
挙
政
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
全
国
労
農
大
衆
党
は
、
無
産
政
党
の
離
合
集
散
の
動
向
に
お
け
る
「
大
左
翼
」
結
成
を
意
味

し
て
い
た
。
全
国
労
陛
大
衆
党
に
お
い
て
は
、
「
大
衆
の
政
抽
的
自
由
の
独
得
伸
張
」
と
「
労
働
粁
小
艇
氏
及
び
小
市
民
の
利
益
伸
張
」
と

い
う
階
級
的
立
場
を
明
示
す
る
労
働
農
民
党
的
立
場
の
確
認
の
上
に
、
知
事
公
選
、
知
事
原
案
執
行
権
の
廃
止
、
知
事
の
出
兵
請
求
権
の

廃
止
、
内
務
大
臣
の
道
府
県
解
散
権
と
予
算
削
減
権
の
廃
止
な
ど
の
月
治
体
改
雅
案
が
、
参
加
民
主
主
義
の
発
想
を
も
含
み
つ
つ
、
具
体

的
政
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
起
憤
許
可
権
の
問
題
に
つ
い
て
も
廃
止
を
求
め
る
要
求
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

一

一

五



無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

一一一ハ

「
一
般
的
政
簸

「
地
力
目
袖
体
を
国
家
の
党
利
的
支
配
よ
り
解
放
し
大
衆
の
政
治
的
自
由
の
獲
得
伸
張
を
図
る
こ
と
。

二
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
策
の
実
行
に
よ
る
労
働
者
小
農
及
び
小
市
民
の
利
益
伸
張
を
図
る
こ
と
。

Ａ
選
挙
制
（
略
）

Ｂ
行
政

１
、
一
般
投
票
に
よ
る
知
事
の
選
挙

２
、
道
府
県
知
事
の
原
案
執
行
権
の
廃
止
（
府
県
制
第
八
十
二
条
の
削
除
）
と
議
決
の
執
行
強
制
権
の
道
府
県
会
に
よ
る
独
得

３
、
道
府
蝶
知
辨
の
川
兵
鮒
求
椛
の
廃
止

４
、
内
務
大
腿
の
道
府
肌
会
解
散
術
、
予
鰍
削
減
の
廃
止
（
同
行
三
十
条
、
百
三
十
一
条
の
削
除
）

５
、
内
務
大
戦
間
大
腿
の
道
府
隈
起
伏
詐
可
槻
の
廃
止
（
同
而
三
十
四
条
の
廃
止
）

６
、
府
肌
謬
那
会
の
廃
止
（
何
節
三
章
の
削
除
）

７
、
近
府
外
継
小
の
絶
対
公
Ⅲ
（
何
節
狐
十
六
条
の
仇
し
稗
削
除
）

８
、
府
県
会
召
梨
椛
を
一
般
錨
、
に
附
堺
（
同
筋
六
十
九
条
の
改
派
）

９
、
逆
府
県
会
計
の
出
納
検
交
楢
の
議
員
附
与
（
同
筋
六
十
九
条
の
改
正
）

、
、
労
働
者
、
農
民
、
無
産
市
民
抑
圧
の
悪
府
県
令
の
徹
底
的
改
廃

Ⅲ
、
府
県
制
第
四
十
六
条
（
議
員
に
対
す
る
選
挙
民
の
脂
示
委
嘱
禁
止
）
の
削
除

、
、
府
県
警
察
部
の
廃
止
並
に
商
等
瀞
察
政
簸
絶
対
反
対

イ
、
衛
生
、
消
防
、
交
通
、
建
築
、
営
業
に
関
す
る
警
察
権
限
を
市
町
村
に
委
す
る
こ
と
。

、
、
収
賄
、
贈
賄
、
涜
職
、
職
権
濫
用
官
吏
の
厳
罰

Ｃ
財
政

１
、
旧
家
委
任
事
務
澱
の
府
県
費
支
弁
絶
対
反
対



た
｡ 

全
国
労
農
大
衆
党
は
、
合
法
左
翼
派
と
中
間
派
お
よ
び
右
派
の
一
部
と
が
「
共
同
戦
線
党
」
の
名
の
も
と
に
結
集
し
た
「
奇
合
世
帯
」

Ｂ
）
 

で
あ
っ
た
。
麻
生
久
や
田
所
繩
明
ら
に
よ
る
右
旋
回
の
隠
微
な
工
作
が
進
展
す
る
一
幾
舞
台
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
舞
台
で
は
、

堺
利
彦
、
鈴
木
茂
三
郎
ら
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
対
支
出
兵
反
対
闘
争
方
針
と
か
、
右
に
見
た
よ
う
な
地
方
自
治
体
対
策
が
決
定
さ
れ
て
い

Ｆ
脚
沿
体
従
業
員

１
、
公
益
那
業
に
従
卵
す
る
労
肋
稀
、
下
級
吏
貝
、
Ｍ
貝
の
生
活
の
保
証

イ
、
団
結
樋
、
罷
業
権
、
団
体
協
約
樅
の
確
認

７
、
阿
井
航
、
Ⅲ
物
館
の
充
兆
並
に
そ
の
締
理
へ
の
大
衆
の
参
加

３２１ 
，､、

３
、
所
得
税
の
調
査
決
定
に
無
産
者
代
表
の
参
加

Ｉ
；
Ｙ
 

一
切
の
教
育
に
対
十
る
中
央
政
府
の
専
制
支
配
絶
対
反
対

教
育
機
関
管
理
へ
の
学
生
々
徒
代
表
の
参
加

一
切
の
教
育
機
側
を
解
放
し
、
大
衆
の
完
全
な
る
教
育
上
の
機
会
均
等
を
確
保
（
イ
ー
ヘ
略
）

〆■、

Rll 
、‐’

グー、

略
、－〆

〆■、

ZDRii 
、－グ

グー、

ＮＩＩ 
、－'無

産
政
党
と
同
流
体
改
革

教
育

社
会
施
設
（
略
）

Ｂ
）
 

（
以
下
、
略
と

ニ

ーヒ



無
産
政
党
と
自
給
体
改
軟

二
八

全
国
労
農
大
衆
党
は
、
結
党
後
一
年
に
し
て
、
「
大
右
翼
」
結
成
と
し
て
の
社
会
大
衆
党
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
社
会
大
衆
党
に
お
い

て
、
府
県
会
選
挙
は
ふ
た
た
び
暴
露
の
場
と
な
り
、
地
方
雛
会
は
監
視
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
社
会
大
衆
党
の
場
合
、
暴
露
も
、
朧

視
も
、
そ
し
て
大
衆
動
員
も
、
す
べ
て
は
「
大
衆
の
政
治
的
自
由
の
独
得
伸
張
」
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
「
革
新
日
本
建
設
」
の
立
場

か
ら
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
社
会
大
衆
党
”
本
部
報
告
並
議
案
“
謄
写
別
、
一
九
三
二
年
一
二
月
（
推
定
）
、
一
一
一
一
’
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
『
昭
和
七
・
八
年
度
社
会
大
衆
党
報
告
響
』
社
会
大
衆
党
拶
記
局
、
一
九
三
三
年
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
『
社
会
大
衆
党
昭
和
十
年
度
大
会
議
案
』
社
会
大
衆
党
本
部
、
一
九
三
五
年
、
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
”
昭
和
九
年
度
社
会
大
衆
党
地
力
連
合
会
闘
争
報
告
”
（
同
右
議
案
書
に
所
収
）
、
二
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
同
右
文
書
に
お
け
る
大
阪
府
連
合
会
報
告
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
政
党
政
沿
の
維
持
と
従
っ
て
既
成
政
党
勢
力
の
復
活
に
派
芥
し
つ
つ
も
反

対
に
内
部
崩
壊
を
急
ぎ
生
け
る
屍
と
な
り
終
っ
た
既
成
政
党
の
現
状
を
何
と
兄
る
か
。
彼
舗
支
配
購
級
の
鋏
の
守
り
の
ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
の
中
か
ら
起
り

つ
つ
あ
る
経
済
機
構
の
ｘ
×
革
新
ｎ
本
建
設
の
叫
び
を
何
と
聞
く
か
。
」
（
同
右
、
四
ペ
ー
ジ
）

（
６
）
社
会
大
衆
党
政
雄
調
査
委
員
会
”
府
県
会
選
挙
政
簸
大
綱
“
一
九
三
五
年
七
月
、
中
央
執
行
委
員
会
決
定
（
内
務
省
響
係
同
『
昭
和
十
年
に
於

け
る
社
会
述
助
の
状
況
』
所
収
。
七
九
七
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
大
綱
に
お
い
て
社
会
大
衆
党
は
、
府
県
会
選
挙
対
簸
と
し
て
「
地
力
日
輪
体
よ
り
、

盗
本
家
的
諸
勢
力
と
官
僚
支
配
の
掃
蕩
」
を
行
な
う
方
針
を
指
示
し
、
具
体
的
に
は
「
府
県
経
済
会
議
」
「
社
会
的
交
付
金
制
」
の
新
政
策
を
示

し
た
（
同
書
七
九
四
、
七
九
七
ペ
ー
ジ
）
。

（
７
）
『
労
働
農
民
党
第
二
ｎ
大
会
報
告
替
』
一
九
二
七
年
一
二
〃
一
○
日
（
前
掲
『
Ⅱ
本
社
会
述
動
史
料
・
原
盗
料
篇
』
の
『
労
伽
農
民
党
１
』
所

収
、
に
よ
る
。
同
書
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
。

（
８
）
高
木
鉦
作
，
日
本
の
地
方
自
治
。
（
辻
清
明
編
『
行
政
講
学
座
２
１
行
政
の
歴
史
ｌ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
所
収
。
二
八
九
ペ

ー
ジ
）
．
な
お
、
既
成
政
党
に
よ
る
地
力
制
度
改
蛾
の
内
券
と
意
義
を
明
示
し
た
文
献
と
し
て
、
三
杼
太
一
郎
、
前
掲
『
ｎ
本
政
党
政
沿
の
形
成
』



一
九
七
七
年
九
月
、
美
濃
部
都
知
事
が
都
議
会
で
「
起
俄
訴
訟
」
の
決
意
表
明
を
行
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
摂
津
訴
訟
」
に
お
い

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

二
九

に
お
け
る
原
敬
の
地
方
自
治
構
想
（
郡
制
廃
止
案
）
に
関
す
る
分
析
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
９
）
前
掲
『
労
働
農
民
党
第
二
向
報
告
書
』
（
日
本
社
会
運
動
史
料
・
原
資
料
篇
『
労
働
農
民
党
１
』
二
四
○
ペ
ー
ジ
）
。

（
Ⅲ
）
”
地
力
目
沿
政
確
立
の
戦
近
づ
く
“
『
社
会
民
衆
新
聞
』
一
九
二
七
年
七
月
一
一
一
日
。
な
お
、
同
紙
一
九
二
七
年
八
月
一
五
日
付
に
お
け
る
”
現

内
閣
の
唱
ふ
る
地
方
分
権
の
正
体
“
は
行
政
審
議
会
幹
事
会
提
案
の
”
自
治
制
改
善
案
”
の
分
析
・
批
判
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
官

選
知
嚇
制
や
州
庁
制
に
つ
い
て
政
簸
レ
ベ
ル
で
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
既
成
政
党
に
対
し
自
治
と
分
権
の
理
念
の
レ
ベ
ル
で
対
決
す

る
こ
と
の
も
つ
意
味
の
解
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
、
）
前
掲
『
労
働
農
民
党
第
二
回
報
告
書
』
（
日
本
社
会
運
動
史
料
・
原
資
料
篇
『
労
働
農
民
党
１
』
二
五
三
ペ
ー
ジ
）
。

（
岨
）
同
右
（
二
六
四
ペ
ー
ジ
）
。

（
週
）
日
本
労
農
党
本
部
編
纂
『
日
労
党
は
斯
く
戦
っ
た
ｌ
昭
和
参
年
度
日
労
党
報
告
書
』
農
民
労
働
社
、
一
九
二
八
年
一
二
月
、
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
ｕ
）
全
国
大
衆
党
中
央
執
行
委
員
会
『
全
図
大
衆
党
節
二
回
大
会
議
案
』
同
党
噸
業
部
、
一
九
三
○
年
一
二
Ⅱ
、
一
六
’
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
胆
）
全
国
労
農
大
衆
党
”
府
映
会
選
挙
闘
争
方
針
”
（
内
務
省
瀞
保
局
『
昭
和
六
年
中
に
於
け
る
社
会
運
動
の
状
況
』
所
収
。
六
三
二
ペ
ー
ジ
以
下

参
照
）
。
「
行
政
」
の
第
Ⅱ
項
目
が
、
議
員
に
対
す
る
命
令
的
委
任
禁
止
の
条
項
に
対
す
る
反
対
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
要

求
項
例
は
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
、
）
拙
稿
”
全
国
労
農
大
衆
党
の
分
析
“
（
墹
烏
宏
外
、
前
掲
『
無
産
政
党
の
研
究
』
所
収
）
お
よ
び
太
川
雅
夫
”
全
国
労
農
大
衆
党
と
中
間
派
労

働
組
合
ｌ
全
労
と
総
連
合
の
右
翼
化
過
程
Ｉ
”
（
渡
部
徹
・
飛
鳥
井
雅
道
編
『
日
本
社
会
主
義
運
動
史
論
』
一
一
二
書
房
、
一
九
七
一
一
一
年
、
所
収
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
、
む
す
び



一
九
四
七
年
に
お
け
る
地
力
目
論
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
官
沿
主
義
的
地
力
日
輪
制
は
大
き
く
転
換
し
、
辻
溶
明
氏
の
表
現
を

借
り
れ
ば
、
「
後
見
的
地
方
日
胎
観
」
か
ら
「
自
立
的
地
方
自
治
観
」
へ
の
移
行
が
始
ま
り
、
住
民
自
治
に
よ
る
地
方
制
度
を
確
立
す
る

新
し
い
状
況
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
（
前
掲
『
Ⅱ
木
の
地
方
自
治
』
一
二
四
ペ
ー
ジ
）
。
し
た
が
っ
て
戦
前
と
戦
後
の
自
治
体
改
球
の
内
容
が
、

大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
戦
後
に
お
い
て
は
、
官
選
知
事
で
は
な
く
公
選
知
事
で
あ
り
、
そ
の
公
選
知
事
が
、
地
方

自
治
の
制
度
的
確
立
の
た
め
、
国
家
権
力
に
対
し
告
発
す
る
柵
え
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
起
債
訴
訟
」
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
起
依
訴
訟
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
戦
前
と
異
な
っ
て
、
自
治
と
分
権
の
理
念
が
、
自
治
体
改
革
の
諸

政
策
と
し
て
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
中
央
政
府
の
自
治
体
支
配
の
仕
組
み
に
対
す
る
雅
本
的
対
抗
の
姿
勢
と
し
て
具
体
化
さ

無
産
政
党
と
自
治
体
改
革

三
○

て
、
摂
津
巾
が
「
強
大
な
政
府
」
と
し
て
の
保
守
党
政
権
に
対
し
「
挑
ん
で
い
る
発
想
と
勇
気
」
に
示
唆
を
受
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
美
濃
部
都
政
に
お
け
る
「
起
債
訴
訟
」
も
、
単
な
る
自
治
体
改
革
上
の
財
政
問
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
現
行
の
「
地
方
財
政
制
度
の
構
造
的
矛
府
」
を
衝
く
試
み
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
保
守
党
支
配
体
制
に
お
け
る
「
自
治
体
支
配

の
仕
組
み
」
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
、
取
り
組
ま
れ
て
い
た
。
美
濃
部
都
知
事
は
い
う
。

「
東
京
都
だ
け
で
な
く
、
全
国
自
治
体
の
財
政
が
い
よ
い
よ
決
定
的
な
破
綻
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
る
状
況
は
、
政
府
が
作
成
す
る
毎
年
の
地
方
財

政
の
資
料
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
地
方
財
政
の
普
遍
的
危
機
と
呼
ぶ
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
、
税
財
源

配
分
の
雑
木
的
不
公
正
の
ほ
か
、
地
力
交
付
税
、
刑
血
支
出
金
、
地
力
俄
詐
可
制
な
ど
、
い
く
た
の
装
世
に
よ
る
政
府
の
財
政
調
雛
制
度
が
あ
り
ま

す
。
地
方
税
財
政
制
度
の
構
造
的
矛
盾
と
は
、
こ
う
し
た
自
治
体
支
配
の
仕
組
み
の
別
の
翁
前
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
財

（
１
）
 

政
危
機
を
脱
出
す
る
根
本
的
な
力
法
は
、
時
川
は
か
か
っ
て
も
、
進
ん
で
こ
の
制
度
の
壁
を
突
破
す
る
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」



れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
九
六
七
年
四
月
以
降
に
お
け
る
革
新
都
政
の
経
験
が
生
み
出
し
た
〃
広
場
と
青
空
の
東
京
構
想
“
二
九
七
一

年
四
月
）
は
、
政
策
面
に
お
け
る
革
新
で
あ
り
、
こ
の
政
策
面
に
お
け
る
革
新
性
は
、
容
易
に
、
革
新
勢
力
に
対
抗
す
る
保
守
の
側
が
取

り
込
む
こ
と
が
で
き
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
起
債
訴
訟
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
制
度
の
壁
を
突
破
す
る
」

革
新
性
は
、
基
本
姿
勢
と
し
て
の
革
新
性
で
あ
り
、
こ
の
革
新
性
は
保
守
勢
力
あ
る
い
は
疑
似
革
新
勢
力
に
お
い
て
安
易
に
模
倣
し
取
り

（
２
）
 

込
む
こ
と
の
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
戦
後
史
に
お
け
る
革
新
の
こ
の
到
達
点
か
ら
戦
前
に
お
け
る
皿
へ
産
政
党
の
自
治

体
改
赦
に
対
す
る
取
組
み
を
総
括
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る
。
戦
前
に
お
け
る
無
雁
政
党
の
地
方
自
治
体
政
策
展
開
の
中

に
、
自
治
と
分
権
の
理
念
が
瞬
間
的
と
は
い
え
提
示
さ
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
自
治
と
分
樵
の
理
念
が
「
制
度
の
壁
を
突
破
す

る
」
雑
木
姿
勢
で
裏
付
け
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
そ
こ
が
問
題
点
で
あ
っ
た
、
と
。

そ
れ
に
し
て
も
、
戦
前
の
無
脈
政
党
が
、
府
県
会
選
挙
対
蛾
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
一
方
で
自
沿
と
分
椛
の
理
念
を
提
示
し
、
他
力

で
地
力
価
起
価
椎
問
題
を
含
む
具
体
的
な
自
沿
体
改
革
案
を
提
起
し
た
紐
験
を
も
っ
て
い
た
酬
尖
は
耐
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一

九
二
九
年
に
は
、
「
川
沿
憲
法
下
に
お
い
て
娘
も
分
権
的
な
改
球
」
が
な
さ
れ
、
「
議
会
（
と
く
に
府
県
会
）
の
椛
限
を
拡
大
し
、
初
め
て

議
員
の
提
案
権
を
制
度
化
す
る
と
同
時
に
、
原
案
執
行
権
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
機
関
と
議
会
の
関
係
を
是
正
し

た
」
と
さ
れ
て
Ｌ
麺
・
こ
の
「
分
椛
的
な
改
革
」
に
対
し
、
無
産
政
党
各
党
が
執
勧
に
提
示
し
つ
づ
け
た
府
県
会
制
第
八
二
条
の
削
除
と

し
て
の
「
道
府
県
知
事
の
原
案
執
行
権
の
廃
止
」
要
求
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
戦
前
の
官
治
的
地
方

政
治
制
度
の
内
部
で
な
さ
れ
た
右
の
よ
う
な
「
分
権
的
な
改
革
」
が
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
の
制
定
経
過
に
対
し
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ

っ
た
と
い
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
辻
清
明
氏
は
、
「
日
本
国
憲
法
草
案
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
、
政
党
や
民
間
の
憲
法
草
案

が
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
地
方
自
治
に
関
す
る
提
案
を
試
み
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
」
を
と
く
に
重
視
し
て
い
る
（
『
日
本
の
地
方
自
治
』

無
産
政
党
と
自
淌
体
改
革
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無
産
政
党
と
ｎ
輪
体
改
革
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六
三
ペ
ー
ジ
）
。
そ
の
事
災
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
戒
ち
に
戦
後
山
を
、
た
と
え
ば
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史

と
の
断
絶
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
近
代
史
、
現
代
史
の
「
地
下
水
脈
」
と
の
関
係
で
、
い
わ
ゆ
る
戦

（
４
）
 

後
民
主
主
義
は
把
握
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蚊
後
に
、
戦
前
の
状
況
で
、
ｎ
輪
と
分
椛
の
理
念
が
、
瞬
間
的
に
と
は
い
え
、
政
党
政
桁
洲
花
期
に
拠
示
さ
れ
た
こ
と
の
雌
史
的
意
味

を
考
え
て
お
き
た
い
。
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
が
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
で
い
う
「
広
義
の
囚
家
」
（
強
制
の
鎧
を
つ
け
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
）
観

に
お
い
て
天
皇
制
国
家
に
接
近
す
る
と
、
第
一
に
、
ｎ
山
氏
椛
述
助
に
お
け
る
地
力
、
摘
観
が
「
Ⅱ
本
的
地
方
口
治
」
に
リ
ン
ク
す
る
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
第
二
に
、
天
皇
制
支
配
体
制
が
「
狭
義
の
国
家
」
と
し
て
完
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
擬
制
的
な

「
市
民
社
会
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
機
能
」
を
創
出
し
、
「
指
導
Ⅱ
同
意
に
裏
づ
け
ら
れ
た
安
定
的
で
よ
り
強
力
な
支
配
体
制
を
構
築
し
た
」
こ
と

（
５
）
 

が
判
明
す
る
と
の
分
析
が
あ
る
。
こ
の
分
析
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
に
、
鉦
へ
産
政
党
の
自
治
体
改
革
論
に
つ
い
て
天
皇
制
支
配
体
制
の
状
況
一

に
お
け
る
位
置
づ
け
を
試
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
に
お
け
る
わ
が
国
の
市
民
社
会
状
況
が
グ
ラ
ム
シ
の
い
う
「
原
生
的
で

ゼ
ラ
チ
ン
状
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
文
脈
を
離
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
ょ
せ
ん
「
火

力
で
は
、
国
家
が
す
ぺ
て
」
で
あ
り
、
「
市
民
社
会
は
原
生
的
で
ゼ
ラ
チ
ン
状
で
あ
っ
た
」
と
い
い
な
が
ら
、
日
袖
と
〈
幻
椛
の
理
念
の
突

川
を
無
一
趣
味
な
も
の
と
し
て
「
地
下
水
脈
」
の
底
流
の
中
に
没
し
去
る
こ
と
は
や
め
よ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
、
「
原
生
的
で
ゼ
ラ

（
６
）
 

チ
ン
状
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
意
」
と
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
巾
民
社
〈
雪
状
況
が
存
在
し
た
事
尖
を
確
認
し
、
口
輪
と
分
椛
の

理
念
の
提
示
の
意
義
を
砿
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
天
製
制
支
配
体
制
が
恥
に
「
狭
義
の
国
家
」
に
お
け
る
支
配
体
制
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
広
義
の
国
家
」
と
し
て
も
機

能
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
、
社
会
主
義
政
党
の
立
場
か
ら
提
示
さ
れ
る
ｎ
桁
と
分
椛
の
理
念
が
、
天
皇
制
支
配
体
制
と
対



決
す
る
基
本
姿
勢
を
内
部
に
保
持
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
の
指
摘
を
、
こ
の
小
論
に
お
け
る
結
論
と
し
て
お
き
た

い
。

（
１
）
前
掲
〃
昭
和
五
十
二
年
第
三
回
定
例
会
知
蛎
発
言
”
『
都
政
』
一
九
七
七
年
一
○
月
。
「
起
債
訴
訟
」
は
、
国
民
経
済
の
「
構
造
的
改
革
」
に
も

つ
な
が
る
論
議
を
含
ん
で
い
た
と
す
る
視
角
か
ら
、
「
起
債
訴
訟
」
の
経
済
的
効
果
の
側
面
を
測
定
し
論
じ
た
特
集
と
し
て
”
東
京
都
の
起
債
訴

訟
”
『
都
政
』
一
九
七
七
年
二
・
一
二
月
、
が
あ
る
。

（
２
）
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
新
向
山
ク
ラ
ブ
は
、
「
起
依
訴
訟
」
問
題
で
、
つ
い
に
美
淡
部
都
政
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
來
京
都

議
会
に
お
け
る
「
起
伏
訴
訟
」
に
対
す
る
各
党
の
反
応
は
、
各
党
の
蛾
新
性
を
見
る
材
料
と
し
て
打
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
並
新

政
党
の
革
新
度
を
見
る
材
料
と
し
て
も
興
味
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
公
明
党
は
基
本
的
に
就
成
な
だ
け
で
あ
り
、
社
会
党
は
都
民
会
議
に
よ

る
「
訴
訟
推
進
体
制
」
、
共
産
党
は
専
門
家
を
結
集
し
た
「
都
民
ぐ
る
み
の
闇
と
を
積
極
的
に
提
起
し
た
（
”
起
債
訴
訟
に
対
す
る
各
党
の
見

解
“
『
都
政
』
一
九
七
七
年
二
・
一
二
月
）
。

（
３
）
高
木
鉦
作
、
前
掲
”
日
本
の
地
方
自
治
“
『
行
政
学
講
座
２
１
行
政
の
歴
史
ｌ
』
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
辻
清
明
氏
に
お
け
る
近
代
史
、
現
代
史
に
お
け
る
断
絶
の
側
伽
の
重
視
は
、
辻
氏
に
お
け
る
地
力
分
権
制
に
関
す
る
動
揺
的
理
解
と
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
近
代
的
な
地
力
自
浦
の
概
念
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
国
家
の
社
会
化
現
象
に
照
応
し
て
漸
や
く
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る
」

と
し
て
、
ホ
ー
ム
・
ル
ー
ル
を
「
時
代
錯
談
」
と
と
ら
え
る
兄
解
を
援
川
し
つ
つ
「
社
会
的
中
央
梨
椛
」
の
悦
索
を
地
力
目
袖
法
の
郷
題
の
一
つ

で
あ
る
、
と
し
た
の
が
か
つ
て
の
辻
氏
の
立
場
で
あ
っ
た
（
『
日
本
愉
僚
制
の
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
五
二
年
、
一
七
一
’
一
七
二
ペ
ー
ジ
）
。
や

が
て
、
辻
氏
に
お
い
て
、
「
近
代
的
分
権
」
を
否
定
す
る
か
の
ど
と
き
「
社
会
的
中
央
集
権
」
の
模
索
論
は
姿
を
消
し
、
地
方
自
治
の
意
義
が
、

「
地
域
の
特
殊
性
へ
の
対
応
」
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
国
家
の
基
盤
性
」
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
に
い
た
る
（
『
日
本
の
地
方
自
治
』
・
一

○
○
’
一
○
一
ペ
ー
ジ
）
。
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
そ
の
地
方
自
治
の
理
念
と
制
度
の
担
い
手
が
不
鮮
明
で
あ
る
と
い
う
問
題
点
が
出
現
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
辻
氏
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
戦
後
デ
も
ク
ラ
シ
ー
と
を
区
別
す
る
大
き
い
差
異
」
を
指
摘
し
、

戦
前
と
戦
後
を
断
絶
の
契
機
で
と
ら
え
る
視
点
を
示
し
た
が
（
”
現
代
都
市
と
自
桁
”
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
、
現
代
都
市
と
自
治
』
所
収
）
、
他

無
産
政
党
と
自
沿
体
改
革

一一一一一一



無
産
政
党
と
側
沿
体
改
革

三
四

方
で
「
少
数
の
先
覚
者
が
抱
い
て
い
た
地
方
自
治
の
観
念
」
が
「
現
在
の
憲
法
の
な
か
に
秤
生
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
た
」
と
す
る
解
釈
を
も

示
し
た
（
『
Ｈ
本
の
地
力
日
流
』
二
二
○
ペ
ー
ジ
）
。
間
題
な
の
は
、
後
考
の
把
握
に
お
い
て
、
「
再
生
」
の
担
い
手
を
「
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け

る
折
導
的
な
ひ
と
た
ち
」
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
で
は
「
脂
導
的
な
ひ
と
た
ち
」
が
「
再
生
」
の
担
い
手
と
な
り
え
な
か
っ
た
戦
後
史
に
お
い

て
、
辻
氏
の
い
う
「
自
立
的
地
力
自
桁
観
」
の
新
し
い
担
い
手
は
、
だ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
辻
氏
の
場
合
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
で

あ
り
へ
こ
の
問
題
も
辻
氏
の
歴
史
把
握
と
関
述
す
る
問
題
点
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
海
野
福
寿
、
渡
辺
随
喜
”
明
治
国
家
と
他
方
目
梢
。
（
中
村
政
則
外
編
『
大
系
日
本
国
家
山
４
、
近
代
Ｉ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、

二
○
三
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
）
。

（
６
）
グ
ラ
ム
シ
の
打
約
な
「
来
力
と
西
方
の
鑑
典
」
に
側
す
る
柑
摘
を
、
「
地
班
的
区
別
」
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
市
民
社
会
の
発
述
皮

の
間
巡
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
把
握
が
あ
る
。
竹
村
英
輔
『
グ
ラ
ム
シ
の
思
想
』
赤
木
謙
店
、
一
九
七
五
年
、
一
四
三
ペ

ー
ジ
、
参
照
。
な
お
、
同
様
の
把
握
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
「
グ
ラ
ム
シ
の
議
論
は
こ
う
で
あ
る
。
先
進
資
本
主
義
国
で
は
市
民
社
会

の
複
雑
性
が
増
大
す
る
。
そ
れ
は
技
術
的
労
働
力
、
生
産
に
お
け
る
知
的
教
育
的
要
因
の
重
要
性
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操

作
の
よ
り
卓
越
し
た
技
術
的
可
能
性
、
倒
家
に
対
す
る
市
民
社
会
的
論
理
の
質
徹
等
々
の
展
側
を
意
味
す
る
が
、
要
す
る
に
、
権
威
的
権
力
が
、

た
と
え
ば
ロ
シ
ア
（
來
力
）
の
状
況
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
広
汎
な
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
ｐ
１
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